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AbstractAbstractAbstractAbstract    

Although the number of crimes in Japan has decreased since 2003, it is over 

2,000,000 per year now. In the U.S. and Europe, theoretical studies mainly from 

the aspect of crime-prevention have been proceeding. For example, the crime 

prevention through environmental design (CPTED)theory, the crime opportunity 

theory, the broken windows theory and other theories were published.  

 

On the other hand, security companies have promoted research and 

development of alarm systems including various sensors in order to detect an 

intruder into an office or home. However crime cannot be absolutely avoided in 

advance even now.  

 

In this paper, shoplifters’ behavior analysis and shoplifting detection are studied. 

First, reports published by public institutions are surveyed. Second, 

crime-prevention theories are studied. Third, retired policepersons and 

plain-clothes security agents against shoplifting were interviewed. Fourth, the 

existing measures against shoplifting are surveyed, and their effects and 

problems are showed.  

 

The existing measures against shoplifting face many problems, and a drastic 

solution to shoplifting is required seriously. Therefore, the feasibility of the 

system which effectively identifies shoplifters by itself is studied in this paper. 

Specifically, the method for identifying shoplifters by using visitors’ behavior 

histories, sales records and camera images is formulated.  

The following two systems related to visitors’ behavior histories are studied in 

this paper.   

1) Image processing system using general-purpose cameras 
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2) IR sensor array system 

The system of 1) had been implemented in a real retail store for 6 months, and 

visitors’ behavior histories were checked manually. As a result, the capture rate 

was approximately 90 %. Using this system, residence time when purchasing or 

shoplifting has been measured. 

 

In case of 2), behavioral records are measured by the voltage data detected from 

the IR sensor array. The experiment shows that sensors should be fixed on a 

ceiling by bus arrangement. Specifically, up to about 10 sensors can be 

connected in a bus line, and the interval between sensors should be 

approximately 50 cm.  

 

The technique to analyze all recorded image has been applied to the serious 

crime such as homicide. A result of research shows that the method formulated 

in this paper is well practicable. If the method formulated here is used, it is much 

easier to check security camera images every day, and undiscovered shoplifting 

may be founded. The time for checking security camera images is between 17 

minutes and 33 minutes per day on the assumption of the following conditions.  

1) Residence time when purchasing or shoplifting: 10 seconds  

2) Passing time in front of one commercial product: 1 second 

3) The number of visitors: 2,000 per day  

 

Using the method formulated here, employee pilferage which has been missed 

can be detected by analyzing whole data recorded all through the day. If a face 

recognition system is integrated to the method formulated here, a salesclerk can 

be alerted that a shoplifter comes to the shop. Also, if the system detecting 

shoplifting by behavior pattern matching is put into practice in the future, it will 

be possible to detect shoplifting without shoplifters’ criminal records.  
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万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの行動分析行動分析行動分析行動分析とととと検知検知検知検知にににに関関関関するするするする研究研究研究研究    

大野大野大野大野    宏宏宏宏    

概要概要概要概要    

 

国の犯罪統計によると、平成１５年以降犯罪の発生件数は減少に転じたもの

の、年間２００万件を超えている。犯罪防止に関し、欧米では、主として防犯

の観点から理論的研究が進められ、防犯環境設計理論、犯罪機会論、割れ窓理

論などとして発表されている。 

一方、民間警備会社では、事務所や家庭などの侵入犯罪対策として、各種セ

ンサを含む機械警備システムの研究開発を進めてきたが、抑止効果はあるもの

の「犯罪の未然防止」にまで効力を発揮することができない。 

そこで、本論文では「初発型犯罪」で、犯罪の道に迷い込む入り口になると

いわれる「万引き」を対象に、犯人の行動分析とそれに基づく検知方法の研究

を行った。 

まず、国の犯罪統計や万引き防止を図る２つの団体の全国調査の結果を調べ、

次に万引を防止するための理論的根拠となる国内外の防犯理論の研究を行い、

かつ実際に捜査を担当した刑事ＯＢ、万引きＧメンの取締りのノウハウを直接

調査するとともに、現在各店舗で行っている万引き対策を調査し、その効果や

限界、課題を明らかにした。 

 

その結果、万引は再犯性が高く、経済的損失も大きく「万引は重大な犯罪」

であるにもかかわらず、警察も専門組織を持っていないこと、1件の被害額が小

さいことなど、国の認識も一般の認識も弱い。また、セルフ販売業界を中心に

カメラ、万引防止装置などの防犯設備が設置されてはいるものの、その効果、

コスト、運用面で課題が多く、現状のハード、ソフトの対策とは異なる抜本的

な解決策が必要であることが判った。 

 

そこで、人手を介さず効率的に犯人を特定するシステムを検討した。具体的

には、購買者の行動履歴と売り上げデータの照合結果から犯行時間を割り出し、

その時間の監視カメラ映像から犯人を特定する方式を考案し、その具体化を図

った。 

犯人の行動履歴は、①各種の用途に向けた検討が既になされているカメラで

撮影した映像の画像処理を利用した方式と、②赤外線センサアレーを用いた新
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たな方式の２つの方式について、実験的検討を行った。 

前者の方式は、各種の用途に向けた技術的な検討が進められているもので実

現性が高いが、カメラはコストが高いことや一般の購買者に対しても心理的な

ストレスを与えるやすいことが欠点である。後者の方式は本研究が初めてであ

り、解決すべき課題は多くあるが、コストの面や購買者にとってはストレスが

ないことが優位である。 

まず、①カメラによる方式を実際のコンビニの店舗に設置し、半年間実験を

行った。画像処理による顔検出では、顔の向きにより正しく顔を検出できない

場合があるため、実験システムではオフラインで手作業により行動履歴を求め

た。捕捉率は９０％程度であった。本システムを利用することで、着目した商

品の前に購買および万引きのために人が滞留する時刻を求めることができた。 

②の赤外線センサによる方式では、焦電センサをアレー状に配置し、その検

出電圧をデータ処理装置に集約して行動履歴を求める。研究課題としては、セ

ンサの検知範囲の制限と最適化、静止時非検出問題、複数人の識別、これらを

解決するために必要なセンサ配置間隔などを明らかにする必要がある。これら

を実験により検討した。本システムでは多数のセンサを天井に配置することに

なるため、装置構成や工事が容易になるように、センサへの配線はバス構成に

した。１つのラインでは約１０個のセンサが接続可能である。 

静止時の問題はデータ処理アルゴリズムの工夫で解決した。すれ違いなどの

際に人の行動経路を正確に検出するには、センサを５０ｃｍ間隔程度で配置す

る必要のあることが判った。   

これらの実験的検討により、赤外線センサ方式でも①と同様に人の行動履歴

を求められることが可能になった。 

実用時のさまざまな状態への対応についてはさらに研究を深める必要がある

ものの、これらの研究の結果から、提案した方式は万引きを速やかに検出する

システムとして十分応用できることが判った。 

 

従来は万引き検出のために事後に全ての録画映像を検索せねばならず膨大な

時間がかかるため、その適用は殺人事件などの重大な犯罪に関連して警察など

の捜査機関が実施する場合に限られており、実際上万引き犯罪では殆ど利用さ

れることはなかった。 

本提案システムを利用すれば、特定の場所に立ち寄った映像だけを選択的に

検索することで検出のスピードアップが図れるため、例えば毎日録画映像チェ

ックを行うことも困難ではなく、これまで見逃されてきた万引きを漏らさず検

出できる可能性がある。 

ある条件のもと（ここでは購買や万引き時の滞留時間を１０秒、１つの商品
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の前を通過する時間は１秒、購買客は１日２０００名と仮定）の推定では、１

日分の録画映像チェックは１７～３３分で済むという結果が得られる。  

これまでは、内部の者がバックヤード（倉庫など）などで盗んだ場合でも不

明ロスとせざるを得なかったが、本方式を適用し全日検索等により店舗側の万

引状況の詳細が明らかになれば、外部の者の犯行以外は内部犯であると特定で

きるので、これまで見逃されてきた内引きをも減少させることができる。 

 

提案したシステムと顔認証システムと融合すれば、万引き犯来店時にアラー

ムを出すことができ、それにより店員が注意を払うことで万引きを未然防止す

ることも可能となる。 

更に将来、万引き犯の行動パターンデータから、パターンマッチングなどの

方法による不審行動を検知システムができれば、当該者の履歴なしに万引き犯

の犯行を検出することも夢ではないと考える。 
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第第第第１１１１章章章章    序章序章序章序章                                                    

１１１１．．．．１１１１．．．．研究研究研究研究のののの背景背景背景背景    

平成１５年以降、犯罪の発生件数はようやく減少に転じたものの、依然年間２００

万件を超える水準で推移している。（本稿では特に断らない限り、犯罪発生件数は、

警察が認知した刑法犯の件数をいう。そして刑法犯とは、交通事故などを除く主とし

て刑法に規定する犯罪の件数を示す。）特に検挙率は、昭和期にはおおむね６０％前

後の水準であったものが、平成に入って急激に低下し、現在では３０％程度で、３件

に１件しか検挙されない状況である。 

この様な犯罪の増加と質的変化を背景に、平成１５年９月には内閣に全閣僚をメン

バーとする「犯罪対策閣僚会議」が設置され、国を挙げて犯罪防止に注力することと

なり、その成果もあって犯罪総量は減少に転じたものの、国民の治安に対する漠然と

した不安、すなわち体感治安は依然改善されることなく、暮らしの安全・安心の確保

が切望されている。 

 

犯罪を防止する施策は、社会学、犯罪心理学、工学分野を含めきわめて広範に及ぶ。 

欧米では、主として防犯の観点から理論的研究が進められ、防犯環境設計理論、犯

罪機会論、割れ窓理論などとして発表されている。 

一方、民間警備会社でもこの様な犯罪情勢に鑑み、事務所や家庭などの侵入犯罪対

策として、各種センサを含む機械警備システムの研究開発を進めてきたが、侵入など

の異常をセンシングする従来の機械警備システムでは犯罪の抑止効果はあるものの、

「犯罪の未然防止」にまで効力を発揮することができないことは残念ながら事実であ

る。 

 

そこで、犯罪者の行動メカニズムを科学的に究明し、犯罪行動の一連の過程を掌握

し、犯行を事前に覚知することで犯罪の未然防止を図ることが電子的に可能であるか

検討した。 

しかしながら、全ての犯罪を一般化して研究することは極めて困難であるので、本

論文ではいわゆる「初発型犯罪」として、犯罪の道に迷い込む入り口になるといわれ

る「万引き」に犯罪を限定して、万引き犯の行動分析と検知方法の研究を行うことと

する。 

 

１１１１．．．．２２２２．．．．万引万引万引万引きのきのきのきの特徴特徴特徴特徴とととと対策対策対策対策のののの課題課題課題課題    

「万引き」は、他の犯罪に比べ検挙率が高いのが特徴的である。平成１８年度犯罪

統計によれば、万引きの認知件数１４万７千件、検挙件数１１万件、検挙率は７５％

で他の犯罪が３０％程度であることを考えると著しく高い。これは検挙してはじめて
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警察が認知することが多いためで、これ以外にも表に出ない万引きは相当数あると推

測される。 

そして、全国で万引きにより検挙される青少年は３万に及び、その割合は万引き検

挙者数の２８％になる。万引きが｢初発型犯罪｣として､犯罪の道に迷い込む入口にな

るといわれており､青少年に万引きをさせないことは犯罪対策上から極めて重要であ

る｡ 

また、万引きによる経済的損失は、「万引き」と内部犯行である「内引き」を含め

小売業全体で年間１兆円に及ぶという試算もある。 

したがって、検知システムを研究開発することにより、万引きを減少させることは

犯罪対策からも、また経済的にも重要であるといえる。 

    

１１１１．．．．３３３３．．．．万引万引万引万引きききき防止策防止策防止策防止策のののの提案提案提案提案    

窃盗などの犯罪を犯す者の行動は、その犯罪を犯そうとするときもしくはその準備

をするとき、一般人から見て不自然な行動をすることが多い。その不自然な行動を電

子的に検知することができれば、犯罪の予防に利用できる可能性がある。 

近時、画像を用いて人間の不審行動を検知するシステムの研究が、大学などの研究

機関で盛んに研究・発表され始めた。 

 

本論文では、万引き犯罪の現況、万引き犯の行動分析、現行の対策と課題、不審行

動を検知するシステムなどを研究することにより、新しい観点から万引き防止策とな

る「万引き検知システム」を提案する。 

その上で、提案する新しいシステムを実現するため、カメラによる方式と現在まで

他の研究機関で全く研究されてこなかったオリジナルな赤外線センサによる方式の

２つの方式により、人物の行動を把握するシステムの研究を行い万引きの未然防止の

可能性を追求する。 

そして、提案したシステムにより特定された万引き犯について、店舗入り口に設置

されたカメラの顔画像データを利用した万引予防システムについても提案する。 

また、このシステムを防犯以外に応用する可能性についても付言する。 

 

 

１１１１．．．．４４４４．．．．論文論文論文論文のののの構成構成構成構成    

本論文は、全１２章から構成される。    

第２章から第６章では、万引き犯を含む犯罪の発生状況と防犯理論、万引き犯の特

徴、万引き防止のため現在行われている対策と課題など本研究を進めるために必要な

基礎的な調査結果を説明する。 
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第７章では、第２章から第６章までの調査した結果から得られた、万引き犯の行動

分析などの知見を述べ、第８章以下の万引き犯を検知する仕組みの研究に結び付ける。 

 

第８章では、画像などを用いた人間の不審行動を検知するシステムの研究の現状と、

その成果を用いて万引きの事実を特定する「万引き検知システム」を提案する。 

 

第９章、第１０章では、第８章で提案した新しいシステムを実現するために、２つ

の方式（カメラによる方式と赤外線センサによる方式）についてそれぞれ人物の位

置・時刻データを取得し、そのデータから求められる動線データを取得するための実

証実験等を行う。 

さらに、そのシステムを応用して万引犯の行動履歴データを蓄積し、行動分析を行

い将来のリアルタイムでの万引の予知を行うことを提案する。 

第１１章では、提案したシステムの有効性を、そして第１２章では、本研究で得ら

れた結論と防犯以外への応用の可能性を述べる。 

    

以下は、さらに詳しい各章の内容である。 

第２章では、万引き犯罪の発生・検挙状況と万引き犯罪の位置付けを犯罪統計から

俯瞰する。その上で、万引きは、再犯性が高くかつ犯罪の道に迷い込む入口になると

いわれ、万引きを防止することは犯罪対策上からも重要で、特に、将来性のある青少

年に万引きさせないことは重要であることを明確にする。 

 

第３章では、防犯環境設計、犯罪機会論、割れ窓理論などの最近の内外の防犯理論

について述べる。これらの防犯理論は、窃盗などの犯罪は勿論のこと万引き犯罪を起

こさせないための理論的な根拠となる。 

 

第４章では、万引き犯の特徴と対策として、小売・サービス業、ドラッグストアに

おける実態とその対策の現状を調査した結果を述べる。あわせて、万引きについての

青少年の意識を調査した結果についても述べる。 

 

第５章では、万引き防止のための具体的対策として、その手口の詳細と対策、店舗

での防犯対策機器の設置例、防犯カメラ、万引き防止装置などの機能と課題について

述べる。 

 

第６章では、長年窃盗犯および万引き犯の取調べに従事した刑事ＯＢや、長年保安

業務に従事している万引きＧメンに、窃盗犯や万引き犯の下見、服装、表情、行動パ

ターン、犯行手口などを詳細に聞き取り調査した結果について述べる。 

 

第７章では、第２章から第６章までの調査した結果から得られた、万引き犯の行動
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分析などの知見を述べる。 

 

第８章では、近時画像その他を用いて、人間の不審行動を検知するシステムの研究

が、研究機関、メーカーなど多方面で進められている。特にテロ対策に有効な手段に

なり得るとして、国の後押しもあることから急速に進歩してきたので、その調査結果

を述べる。 

そして、調査の結果判明した研究成果を利用して、コンビニ・スーパーなど主とし

てセルフ販売を行っている店舗での万引きに的を絞って、事後ではあるが万引きを比

較的簡単に検出できる「新たな万引き検知システム」を提案する。 

 

第８章で提案したシステムが有効に機能するためには、人物の店内での位置・時刻

を正確に把握する必要がある。そこで把握する手段としての２つの方式のうち、カメ

ラによる方式について実証実験を行ったので、第９章では、その結果の詳細を述べる。 

 

第１０章では、本研究オリジナルの方式である赤外線センサによる人物の位置・時

刻の把握について、その原理、基本的実験、および複数センサによる位置・時刻とそ

れから求められる動線検出実験結果を述べる。 

 

第１１章では、提案した「万引き検知システム」が、事後の検出時間を大幅に短縮

できること、また万引き、内引きの両方に効果を発揮できることを示す。 

 

第１２章では、本研究で得られた結論を述べる。また、本研究で進めてきた人物の

位置・時刻データ取得システムとそれから求められる動線データ取得システムが、防

犯目的以外にも、例えばマーケットリサーチなど応用範囲が広いことについて述べる。 

 

 



 5 

第第第第２２２２章章章章    犯罪犯罪犯罪犯罪のののの発生状況発生状況発生状況発生状況 

万引きは､犯罪の種類(罪種)から言えば刑法犯の中の窃盗犯に分類され､さらに窃

盗犯の中の非侵入窃盗に区分される｡  

国の犯罪統計によると平成１８年度万引き犯の発生件数は、全刑法犯２０６万件中、

１４万７千件で７％にあたる。一方検挙件数は、全刑法犯検挙件数６４万件中、１１

万件で１７％、検挙人員は全刑法犯検挙人員３８万４千人中、１０万７千人で２８％

となる。[1] 

また、検挙率をみると、全刑法犯３１．２％に対し、万引き犯は７５％と検挙率が

極めて高い｡言い換えると､万引は多くの場合､検挙して初めて万引と認知するからで

ある｡したがって､統計上現れない､即ち万引きと認知されない隠れた犯罪も多いと推

測される｡ 

そこで､犯罪統計からみた最近の犯罪情勢を､万引きの位置づけと併せて俯瞰する｡ 

    

２２２２....１１１１....    刑法犯刑法犯刑法犯刑法犯のののの認知認知認知認知・・・・検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

一般に治安情勢の推移をみるには、警察が認知し検挙した刑法犯（交通事故などを

除き、主として刑法に規定する犯罪を示す）の認知件数、検挙件数などを指標とする

ことが多い。 

平成１９年度警察白書によれば、図１のとおり刑法犯の認知件数は平成８年から平

成１４年にかけて、７年連続で戦後最多の記録を更新し続けた。その後、平成１５年

から減少に転じ、平成１８年は２０６万件と前年より９．３％減少した。しかし、昭

和４０年代は１２０万件前後であったことからみると今でも２倍近い水準であるこ

とに変わりはなく、治安情勢は依然として厳しい。 [2] 

検挙件数は、平成５年以降７０万件台であったが、平成１２年に大きく減少して５

０万件台に落ち込み、平成１３年もさらに減少した。平成１４年以降増加し、平成１

５年以降６５万件程度まで回復した。 

検挙人員は、平成に入り３０万人前後で推移していたが、平成１３年以降毎年増加

し、平成１８年は３８万人であった。 

一方検挙率は、昭和期はおおむね６０％前後の水準であったが、平成に入ってから

急激に低下し、平成１３年には戦後最低の１９．８％を記録し、５件に１件しか検挙

されないこととなった。平成１４年以降改善されたものの、昭和期の水準には遠く及

ばず、治安水準の悪化が統計上からも示されている。 
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                                    図１ 刑法犯の認知・検挙状況の推移    

    

２２２２....２２２２....    罪種別罪種別罪種別罪種別のののの認知認知認知認知・・・・検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

刑法犯は罪種別に大きく６つに分類される。そのうち、万引きは分類上窃盗犯の中

に入る。 

① 殺人、強盗、放火、強姦の「凶悪犯」 

② 暴行、障害などの「粗暴犯」 

③ 窃盗（要するに泥棒である）「窃盗犯」 

④ 詐欺、汚職、背任などの「知能犯」 

⑤ 賭博、わいせつの「風俗犯」 

⑥ 公務執行妨害、住居侵入など①から⑤以外の刑法犯の「その他の刑法犯」 

 

罪種別の認知・検挙状況の推移は、表１のとおりである。 

このうち、窃盗犯は平成１８年でみると１５３万５千件で、全刑法犯２０６万件の

中の７５％を占める。 

検挙率は２７．１％で、全刑法犯の検挙率３１．２％より若干低い。 
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表１ 罪種別認知・検挙状況の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２２２２....３３３３....    窃盗犯窃盗犯窃盗犯窃盗犯のののの手口別認知手口別認知手口別認知手口別認知・・・・検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

窃盗犯は大きく３つに分類される。 

① 事務所、住居に侵入して盗む「侵入窃盗」 

② 自動車、オートバイ、自転車などを盗む「乗り物盗」 

③ すり、ひったくり、万引など「非侵入窃盗」 

手口別認知・検挙状況は表２のとおりである。 

平成１８年でみると、窃盗犯全体で１５３万５千件、検挙件数は４１万６千件で、

検挙率２７．１％である。 

侵入窃盗は認知件数２０万５千件、検挙件数１０万１千件で検挙率４９．３％。 

乗り物盗は認知件数５１万８千件、検挙件数５万７千件で検挙率１１.０％であり

非常に低い。これは、乗り物盗のうち自転車盗が４分の３と大半を占め、自転車盗の

検挙件数が低いためである。 

非侵入窃盗は認知件数８１万１千件、検挙件数２５万９千件で検挙率３１．９％で

ある。 
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表２ 窃盗犯の手口別認知・検挙状況の推移    

 

 

２２２２....４４４４．．．．    非侵入窃盗非侵入窃盗非侵入窃盗非侵入窃盗のののの手口別認知手口別認知手口別認知手口別認知・・・・検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

非侵入窃盗は①「ひったくり」②「すり」③「車上ねらい」④「部品ねらい」⑤「自

動販売機ねらい」⑥「万引き」⑦「その他」に分類される。手口別認知・検挙状況は、

表３のとおりである。    

平成１８年でみると、非侵入窃盗８１万１千件のうち、車上ねらい２０万６千件に

ついで多数を占めるのが万引きである。 

 

表３ 非侵入窃盗の手口別認知・検挙状況の推移    
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２２２２....５５５５....    犯犯犯犯罪罪罪罪のののの分類分類分類分類    

    ここで、２．２項から２．４項までの罪種別統計資料をもとに、万引きを含む全体

の犯罪を分類すれば図２のとおりである。 

    

    

                                図２ 犯罪の分類    

２２２２....６６６６....    万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの認知認知認知認知・・・・検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

万引き犯の認知件数は、表３から平成１８年でみると１４万７千件、検挙件数は１

１万件、検挙率は７５％であり他の犯罪に比べて著しく高いことが判る。 

    

２２２２....７７７７....    青少年青少年青少年青少年のののの万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況    

全国で万引きにより検挙される青少年の数は､平成１８年統計で年間３万人に及び

その割合は万引検挙者数の２８％になる。 

万引きが｢初発型犯罪｣として､犯罪の道に迷い込む入口になるといわれており､青 

少年に万引きをさせないことは犯罪対策上から極めて重要であるといえる｡ 

 

２２２２....８８８８....    結結結結びびびび        

国の犯罪統計によれば、平成１８年の万引き犯の検挙人員は１０万７千人で、全刑

法犯検挙人員３８万４千人の実に２８％に及ぶ。このうち、万引きで検挙された青少

年は３万人に及びその割合は万引き検挙者数の２８％になる。 

刑法犯刑法犯刑法犯刑法犯 

凶悪犯凶悪犯凶悪犯凶悪犯 

粗暴犯粗暴犯粗暴犯粗暴犯 

窃盗犯窃盗犯窃盗犯窃盗犯 

知能犯知能犯知能犯知能犯 

風俗犯風俗犯風俗犯風俗犯 

そのそのそのその他他他他 

侵入窃盗侵入窃盗侵入窃盗侵入窃盗 

乗乗乗乗りりりり物盗物盗物盗物盗 

非侵入窃盗非侵入窃盗非侵入窃盗非侵入窃盗 

ひったくりひったくりひったくりひったくり 

すりすりすりすり 

車上車上車上車上ねらいねらいねらいねらい 

部品部品部品部品ねらいねらいねらいねらい 

自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機ねらいねらいねらいねらい 

万引万引万引万引きききき 

そのそのそのその他他他他 
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万引きは、再犯性が高くかつ犯罪の道に迷い込む入口になるといわれ、万引きを防

止することは犯罪対策上からも重要である。特に、将来性のある青少年に万引きさせ

ないことは重要である。 

また、近時いわゆる団塊の世代及びその前の世代の人間が、退職後若しくは退職を

直前にして、その精神的不安定な状態からか、万引きを行う例が増えているという。   

折角の輝かしい人生の後半生を犯罪者の汚名を着せないためにも、万引き対策は重

要である。 

警察は従来「検挙に勝る防犯なし」と犯罪者をきちんと検挙することが、結果的に

犯罪を防止することになるとしてきたが、犯罪総量が増大する現状から「防犯に力点

を置く」に至ったと聞く。 

以上犯罪抑止の観点から、万引きを防止することは重要な施策であることが判った。 
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第第第第３３３３章章章章    防犯理論防犯理論防犯理論防犯理論    

３３３３....１１１１....    防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計    

防犯環境設計とは、建物や街路の物理的環境の設計により犯罪を予防すること及び 

犯罪不安感を軽減させることである。 

欧米では（Crime Prevention Through Environmental Design=CPTED : 環境設計に

よる犯罪予防）と呼ばれるもので、１９７０年代から進められている。 [3] [4] 

 

３３３３....１１１１....１１１１....    守守守守りやすいりやすいりやすいりやすい住空間住空間住空間住空間    

ニューヨークの建築家オスカー・ニューマン(Oscar Newman)がまとめた「守りやす

い住空間」（１９７２年）は、その後の防犯環境設計に関する研究に大きな影響を与

えた。 

ニューマンは、ニューヨークの市営住宅における犯罪の発生実態を調査し、都市環

境の設計と管理が犯罪の発生実態と大きく関係していることを指摘した。 

そして、各世帯が自分たちの住むところを見守り、そこに対して責任を持っている

ことが分かるように設計された住宅環境を「守りやすい住空間(Defensible Space)」

と称し、他の地域との間にはっきりした境界を設け、顔見知りの近隣を作ることを提

唱した。 

自分たちが互いに知り合いであり、互いに自分たちの行動に対して責任があること

が実感できる環境は、犯罪が起こりにくいと考えたのである。 

 ニューマンは、次の四つの防犯設計方針を提示した。 

① 領域性(territoriality) 

 「自らの領域」を明確にして、不審者が進入しにくい空間にするために、公共領域

と私有領域の間に、居住者が共有する半公共領域と私有領域への移行空間である半私

有領域を段階的に構成する。 

② 自然監視性(surveillability) 

外部に住民の目が自然に届くように建物の設計を工夫する。 

③ イメージ(image) 

環境の劣った建物だというイメージをもたれないように美観を維持する。            

④ 環境(environment) 

交通量の多い街路など、都市の中で安全だと認められる場所に面して建物を配置す

る。 

    

３３３３....１１１１....２２２２....    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ防犯活動防犯活動防犯活動防犯活動のののの理論理論理論理論    

英米における犯罪対策は、近年実際の犯罪発生に対して事後的に対応する「対応型」

から、犯罪発生を事前に抑制する「先制型」へ移行しつつある。 

都市や郊外のコミュニティを基盤としたこの対策は、防犯機器類の整備や警察力の
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適正な執行のほかに、防犯意識の確立や地域社会のコミュニケーションの確保を加え

たもので、「コミュニティ防犯活動」と総称される。 

 ７０年代の後半になると、ニューマンの着想を受けて、都市環境や建築環境と犯罪

発生の関係に関する調査研究が本格化し、防犯環境設計の考え方が防犯対策の一つと

して取り上げられるようになった。 

コミュニティ防犯活動の代表的研究者であるデニス・ローゼンハウムは、コミュニ

ティ防犯活動は次の三つに分類される活動で成り立っているとしている。すなわち、 

① 個人単位、世帯単位、近隣単位の市民防犯活動 

② 建物や街路の環境設計を中心とした防犯環境設計 

③ 徒歩パトロール、巡回連絡、派出所設置等を通した地域警察活動 

 

１９８０年代の初めは、警察主導の防犯活動を疑問視し、住民組織の主体的役割が

強調された。しかし１９８０年代の後半になると、住民組織の能力も警察の支援なし

では非常に限定されたものになるといわれ、最近のコミュニティ防犯活動は、住民と

警察との相互補完的な協力体制が重視されている。 

 

３３３３....１１１１....３３３３....    防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計のののの理論理論理論理論    

防犯環境設計とは、物理的な建物や街路の設計に際し防犯性の強い環境を生み出し、

利用や管理などを自然にコントロールすることで犯罪を防止しようとする設計手法

である。 

 その内容は、まず「被害対象の防犯力の強化」である。これは、防犯用ハードウエ

アの装備を重視し、人的及び物的な被害対象への犯人の接近を制約し、犯行の機会を

なくそうとするものである。これは犯罪の減少に「直接」作用する。 

 もう一つが「守りやすい空間の設計」である。基本的にニューマンの考え方を踏襲

したもので、近隣単位で領域性の意識を高める工夫を凝らし、設計によって周辺環境

を見守る目が自然に多くなるようにすることにより、犯行の意欲や機会を減らそうと

するものである。 

これは犯罪の恐怖感の減少に「間接」作用する。「自然監視性の強化」「領域性の強

化」「近接の制御」などがキーワードになっている。 

 なお、オスカー・ニューマンらが提唱する公共領域から順次私的性格が強まるよう

に段階的に構成する「領域性」のアイディアに関しては、イギリスのパリー・ポイナ

ーらは住宅への接近は可能な限り公共領域から直接なものにすべきであり、その間に

半公共、半私有領域を介在させるべきではないと異論を唱えている。 

 

 欧米においても防犯環境設計に関する研究は途上にあるし、実務者に対する詳しい

ガイドラインの完全な体系はできていないと言われている。 
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３３３３....１１１１....４４４４....    我国我国我国我国のののの防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計防犯環境設計のののの理論理論理論理論    

 現在我国で一般に認められている、防犯環境設計の理論をまとめると次のとおりで

ある。[5] 

防犯環境設計には、４つの理論として、「対象物の強化」「接近の制御」「自然監視

性の確保」「領域性の確保」があり、それぞれが補強しあう側面を持っている。防犯

環境設計を実施する際には、これら４つの理論をバランスよく取り入れることが重要

である。 

 さらにこれに加えて、住民・警察・自治体などによる防犯活動（ソフト的手法）と

合わせた総合的な取り組みによって、防犯環境の形成がなされる。 

①①①①対象物対象物対象物対象物のののの強化強化強化強化(target hardening)(target hardening)(target hardening)(target hardening)    

・ 対象を強化することで物理的に犯罪企画者の犯行に対抗する。また、犯罪企画

者の意欲を低下させる。 

・ 具体的には侵入盗に対しては錠・ガラス等を強化する。器物損壊などに対して

はベンチ・遊具等を強化することなどである。さまざまなレベルの境界部（敷

地境界、建物の内外、住戸の内外）を強化する場合は、接近の制御としての側

面を併せ持つ。 

②②②②接近接近接近接近のののの制御制御制御制御(access control)(access control)(access control)(access control)    

・ 対象への接近を制約することで、犯行の機会を奪う。物理的な接近の制御と心

理的な接近の制御がある。 

・ 具体的には、塀や門扉による境界部の強化、足場の除去による進入経路の削減、

境界部の自然監視性の確保などがある。 

③③③③自然監視性自然監視性自然監視性自然監視性のののの確保確保確保確保(natural (natural (natural (natural surveillancesurveillancesurveillancesurveillance))))    

・ 自然監視性を確保することで、犯罪企画者の不審な行動を抑制する。特に、対

象への監視性を確保することが重要である。 

・ 具体的には、視線を遮るものの除去、外部照明の改善、街路や窓からの見通し

の確保など、視線が向けられる環境づくりなどである。 

④④④④領域性領域性領域性領域性のののの確保確保確保確保(territoriality)(territoriality)(territoriality)(territoriality)    

・ 領域性を確保することで、その場所に相応しくない者の侵入・滞留を抑制する。 

・ 住宅や店舗の周辺の維持管理状態を向上させたり、住民の屋外活動交流を促す

ことにより、部外者が進入しにくい環境をつくることである。領域性の確保は、

自然監視性の確保と合わせて行うことが重要である。 

 

３３３３....２２２２....    犯罪機会論犯罪機会論犯罪機会論犯罪機会論    

 欧米諸国で１９８０年代に「犯罪原因論」に替わって台頭したのが「犯罪機会論」

である。[6] 

犯罪原因論は犯罪者に焦点を合わせ、その犯罪者の動機や生い立ちなどを調べるこ

とに重点を置き、その犯罪を犯した原因が異常な性格や劣悪な境遇などからくるもの
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とする。 

しかし、犯罪に至るまでの長く複雑な人生を短期内で理解できるのか、また仮に原

因を解明できてもそれを取り除くことができるのかなど、今の科学水準では犯罪原因

を見つけそれを取り除くことには限界がある。 

これに対して、「犯罪機会論」は犯罪の機会を与えないことによって、犯罪を未然

に防止しようとする考え方である。 

「犯罪機会論」では、隙を見せなければ犯罪者は犯行を思いとどまると考える。 

即ち、犯罪者と非犯罪者との差異はほとんどなく、犯罪性が低い者でも犯罪機会が

あれば犯罪を実行し、犯罪性が高い者でも犯罪機会がなければ犯罪を実行しないとい

う考え方である。 

この考え方に基づいて、欧米諸国の犯罪対策は物的環境（道路や建物など）の設計

や人的環境（団結心や警戒心など）の改善を通して、犯行に都合の悪い状況を作り出

すことが主流になった。 

 これが欧米諸国で起こった「原因論から機会論へ」「処遇から予防へ」というパラ

ダイム・シフトである。このパラダイム・シフトによって、欧米諸国の犯罪対策は上

昇し続けてきた犯罪発生率を横ばいにすることに成功したという。 

 この様に犯罪原因論は、犯罪者の犯行原因を除去する「処遇」を中心においており、

一方犯罪機会論は、犯罪の機会を与えないことによって犯罪被害を防止する「予防」

を目的とするものである。 

  

３３３３....３３３３....    割割割割れれれれ窓理論窓理論窓理論窓理論    

割れ窓理論（Broken Windows Theory  破れ窓理論とも訳される）とは、政治学者

のウィルソンと犯罪学者のケリング（Wilson & Kelling）が１９８２年に提唱した説

である。[6] 

この説は、誰かが建物の窓ガラスを１枚壊し、それを修理せずに放置すれば２枚目、

３枚目の窓ガラスが破られ建物が荒廃し、やがては街全体の秩序が乱れてゆくという

ものである。 

即ち、秩序違反や軽微な犯罪などを取り締まらず放置すれば、無法者は数を増やし

行為をエスカレートさせその地域一帯の荒廃は確実に進んでしまうということであ

る。 

 

ニューヨークのジュリアーニ元市長がこの理論に基づいて警察官の増員を行い、徹

底したパトロールや軽微な犯罪の取締りを行い、ニューヨークの治安を回復させたと

して「割れ窓理論」は有名になった。 

ここで、ジュリアーニ元市長が２００４年３月読売国際経済懇談会で行った講演

「治安再生と危機管理 ニューヨークの挑戦」の中で割れ窓理論を解りやすく解説し

ているのでその部分を記す。 
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『小さな犯罪見過ごさず』 

「割れ窓理論」これが３つ目のポイントだ。 

米国の失敗は、小さな犯罪を見過ごしてきたことにあった。様々な都市で殺人が頻

発したため、警察組織は例えば街角で麻薬の密売が行われていても、それには目をつ

ぶり、もっと重大な犯罪に力を集中させようという意識に支配されるようになった。 

 これに対し、「割れ窓理論」では、社会をビルのようなものだと考える。 

窓が一つ壊されたビルを見て、「一つくらいならいいだろう」と放置しておけば、

窓は次々に壊され、やがてはビル全体が瓦解してしまう。 

それと同じように、小さな犯罪を見過ごして、その都市を、自分の「しゃば」だと

犯罪者に思わせてはならない。そう思わせてしまったら、より重大な犯罪が横行する

ことになる。 

 私は、この理論はニューヨークのような大都市でこそ有効だと考え、市警本部長に、

まず「ストリート（街頭）レベル」の小犯罪を取り締まるよう指示した。 

 我々は、「窓ふき行為」をターゲットの一つにした。ニューヨークの街で車を止め

ると、「窓をふきましょう」と言って近づいてくるやからがいる。彼らは、断られる

と、ドライバーに「金をよこせ」と因縁をつけたり車を傷つけたりする。 

 放っておいてもいいのではないかという声も当初はあったが、我々が展開した大規

模な撲滅作戦の結果、こうした行為に手を染めている人間の半数が、他の犯罪にも関

与していることが分かり、警察官の士気も大いに上がったものだ。 

 「割れ窓理論」が重大犯罪の摘発につながった象徴的な事例がある。マンハッタン

で女性が相次いで襲われた連続殺人事件がそれだ。この事件は、現場に残されていた

指紋が、その約二か月前に地下鉄の無賃乗車で検挙された人物の指紋と一致したこと

から、犯人が特定され、解決に至った。 

もしも、無賃乗車を取り締まっていなかったら、現場の指紋は誰のものか分からず、

第三、第四の殺人が起きた可能性があった。 

 小さな犯罪も取り締まるようにすることで、ある期間、刑務所の収監者数は増える。

しかし、犯罪の発生率が下がってくれば、刑務所に入る人たちの数もおのずと減って

くる。 

ニューヨークのケースを振り返ってみても、最初の二年ほどは収監者が増えたが、

やがて収監者の人数は減り、刑務所内での暴力事件もほとんどなくなった。 

 

この講演に対し、読売新聞２００４年４月２２日版に、「日本の警察はどう考える

か」がつぎのとおり掲載された。 

 

 治安再生に成果を上げたニューヨークの取り組みを、日本の警察トップはどう受け

止め、国内でどのような対策を進めようとしているのか。警察庁の佐藤英彦長官に聞

いた。 
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『『『『目指目指目指目指すすすす方向方向方向方向    日本日本日本日本もももも同同同同じじじじ』』』』    

 ジュリアーニ前市長が手がけた治安再生策の本質は、「住み心地の良い街」をつく

り出すことにあると私は解釈している。講演の中で何度も「犯罪を減らす」という言

葉が出てくるが、それは暮らしやすい空間を市民に提供するということにほかならな

いと思う。 

 検挙に力を入れるだけでなく、起きる前に犯罪を防ぎ、犯罪を減らそうという考え

方は、日本の地域社会に昔からあった「防犯」の発想だ。ただ、今の日本は、地域社

会の人間関係が崩れたために、不道徳な行為は見逃さないという防犯機能を地域社会

が果たせなくなり、治安悪化の一因になっている。 

だからこそ、ご近所同士の絆を太くしてほしいし、警察が住民と協力して犯罪抑止

に取り組む必要がある。我々が昨年から全力で推進している犯罪抑止総合対策は、そ

の積極展開と考えている。 

 そういう意味で、目指すべき方向はニューヨークも日本も同じであり、その理論的

根拠として「割れ窓理論」は参考になる。 

 特に印象に残ったのは、小さな犯罪の取り締まりを強化した結果、ニューヨークの

刑務所は一時的に収監者であふれかえったものの、結局は治安が回復して収監者が激

減したというエピソードだ。 

日本の刑務所も今は飽和状態だが、重要犯罪の手段となる刃物や侵入用具の携帯を

積極的に摘発したり、街頭犯罪の取り締まりを強化するなどして犯罪抑止に成果を上

げ始めており、いずれはニューヨークと同じように、適正な状態に戻せるに違いない

と意を強くしているところだ。 

 

３３３３....４４４４....    結結結結びびびび    

防犯環境設計、犯罪機会論、割れ窓理論などの最近の防犯理論は、犯罪を起こさせ

ないための理論的根拠となるものである。 

「防犯環境設計」の理論は、物理的な建物や街路の設計に際し防犯性の強い環境を

生み出し、利用や管理などをコントロールすることで犯罪を防止しようとする設計手

法である。 

「犯罪機会論」は、犯罪原因論に替って台頭してきた理論で、犯罪の機会を与えな

いことにより犯罪を未然に防止しようとする考え方で、犯罪性が高い者でも、隙を見

せなければ犯行を思いとどまるというものである。 

「割れ窓理論」は、秩序違反や軽微な犯罪などを取り締まらず放置すれば、無法者

は数を増やし行為をエスカレートさせ、その一帯の荒廃は確実に進んでしまうとする

ものである。 

万引きは決して軽微な犯罪ではないが、青少年の意識調査の結果から見ても、高学

年になればなるほど規範意識が低下し、絶対にやってはならないとの意識が低くなる。  

これを確実に取締まらなければ、やがてさらに大きな犯罪を犯すことになる。 
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これらの防犯理論を応用し、スーパー、コンビニなど万引きの多いセルフ販売の店

舗での万引きしにくい設計手法や、万引きがあった場合確実に検挙することができれ

ば、万引きを無くすことはできないまでも、間違いなく減少させることができる。 

さらに、万引きする直前に予知できれば、店員が声を掛けるなどして犯行を思いと

どまらせることも可能になると考えられる。    
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第第第第４４４４章章章章    万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの特徴特徴特徴特徴とととと対策対策対策対策    

４４４４....１１１１....    小売小売小売小売・・・・サービスサービスサービスサービス業業業業におけるにおけるにおけるにおける万引万引万引万引きのきのきのきの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその対策対策対策対策    

「特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構」（平成１７年６月に設立された万

引犯罪防止のための全国団体）の事務局長である福井昂氏を訪ね、小売・サービス業

における万引き被害の実態とその対策について伺った。 

その結果、小売・サービス業のうち、主としてセルフ販売を行っている企業にとっ

て深刻な経営問題であるばかりでなく、青少年の育成、地域の治安維持の面からも大

きな社会問題である。しかし、その実態は全国的に把握されておらず、したがってそ

の対策も遅れているとのことである。 

そして同機構が平成１８年に、全国の主要な小売業・サービス企業における万引被

害の現状を警察の協力を得て初めて調査し、万引犯罪被害の実態が判明したがその結

果の主要な部分を以下に示す。 [7] 

    

４４４４....１１１１....１１１１....    調査対象調査対象調査対象調査対象    

主として「セルフ販売」を採用している企業の本部を調査対象として、平成１８年

２月～３月に調査を行った。対象は百貨店、スーパー、コンビニ、書籍など２６業態

８７０社で、有効回収率４７．４％であった。 

有効回答企業４１２社の業態別分布は、企業数の多い順に表４のとおりである。 

① 業態別分布 

 

表４  回答企業の業態別分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のアンケート回答企業 412社の業態別分布は、企業数の多い順に次の通りである。 

①スーパー 87社 ⑬時計・めがね 9社 

②コンビニ・ミニスーパー 45 社 ⑬スポーツ用品 9社 

③百貨店 43 社 ⑬宝飾品 9社 

④生活協同組合 28社 ⑰楽器・ＣＤ 8社 

⑤婦人服・子供服 26 社 ⑱生鮮 7社 

⑥医療品 25 社 ⑲酒類 6 社 

⑦ホームセンター・カー用品 20社 ⑳服飾・服飾雑貨 5 社 

⑧書籍・文具 16 社 

⑨家電製品 11社 

⑨靴 11社 

⑪総合ディスカウント 10社 

⑪その他専門店 10社 

⑬紳士服 9社 

※以上、5社以上。この他に 

・呉服、家具、カメラ各 4社 

・カジュアル衣料 3社 

・100円ショップ 2社 

・玩具・ホビー1社 
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② 店舗数 

展開している店舗数は、１００店舗以下が３４８社、１０１店舗以上が７２社（１

７．５％）である。コンビニ、ミニスーパーは平均８３５．６店舗あり、店舗数の単

純平均は大きな意味を持たないため記述していない。 

なお、企業の年商の単純平均は５億９００５万円である。 

    

４４４４....１１１１....２２２２....    万引万引万引万引きききき被害件数被害件数被害件数被害件数    

直近決算年度における全社分の万引き犯罪被害件数については、無回答企業も多い

が、回答２９９社の平均が２８４．８件。ホームセンター・カー用品、総合ディスカ

ウント、スーパー、その他専門店、書籍・文具、生活協同組合、医療品（ドラックス

トアを含む、以下同様）などの業態における平均件数が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

図３ １社あたりの被害件数    

    

４４４４....１１１１....３３３３....    確保確保確保確保したしたしたした万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの人数人数人数人数    

確保した（捕まえた）万引犯の人数については、無回答企業も多いが、回答３０４

社の平均が１７５．１人。ホームセンター・カー用品、総合ディスカウント、スーパ

ー、書籍・文具、医療品、生活協同組合などの業態における平均人数が多い。 
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図４ １社あたりの確保した万引き犯の人数 

 

４４４４....１１１１....４４４４....    男女別内訳男女別内訳男女別内訳男女別内訳    

確保した万引犯の男女別内訳は、回答企業で確保した万引犯の実数合計男性２８，

３１５人、女性２１，５８２人、性別不明１，２４５人の構成比で見ると、男性５５．

４％、女性４２．２％、性別不明２．４％である。 

業態別には、スポーツ用品、家電製品、楽器・ＣＤ、書籍・文具、生鮮、酒類、ホ

ームセンター・カー用品、コンビニ・ミニスーパー、紳士服でこの順に男性比率が高

く、一方、服飾・服飾雑貨、婦人・子供服、医療品、百貨店、その他専門店、生活協

同組合、総合ディスカウント、スーパーでこの順に女性比率が高い。来店客数そのも

のの男女比率を反映しているものと考えられる。 
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図５ 確保した万引き犯の男女別内訳 

    

４４４４....１１１１....５５５５....    職業別内訳職業別内訳職業別内訳職業別内訳    

確保した万引犯の職業別内訳は、「無職」の２４．１％を筆頭に、「主婦」（２１．

６％）、「社会人」（１５．２％）、「高校生」（１１．８％）、「中学生」（９．２％）、「不

明」（７．７％）、「小学生」（４．４％）、「その他」（３．３％）の順。「未就学児」（０．

２％）、「小学生」、「中学生」、「高校生」を合わせた「青少年」は２５．６％と計算さ

れる。この数字は東京都の統計ともほぼ一致した。 

 これを業態別に見ると、楽器・ＣＤ、生活協同組合等において「無職」の比率が、

また服飾・服飾雑貨、その他専門店等で「高校生」の比率が、スポーツ用品、宝飾品、

婦人・子供服等で「主婦」の比率が、紳士服、コンビニ・ミニスーパー、百貨店等で 

「社会人」の比率が高い。 

不明不明不明不明

1,2451,2451,2451,245

2.4%2.4%2.4%2.4%

女性女性女性女性

21,58221,58221,58221,582
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男性男性男性男性

28,31528,31528,31528,315

55.4%55.4%55.4%55.4%

男性男性男性男性 女性女性女性女性 不明不明不明不明

スポーツスポーツスポーツスポーツ用品用品用品用品 96.2%96.2%96.2%96.2% 3.8%3.8%3.8%3.8% 0.0%0.0%0.0%0.0%

家電製品家電製品家電製品家電製品 88.7%88.7%88.7%88.7% 11.3%11.3%11.3%11.3% 0.0%0.0%0.0%0.0%

楽器楽器楽器楽器・・・・CDCDCDCD 80.4%80.4%80.4%80.4% 19.6%19.6%19.6%19.6% 0.0%0.0%0.0%0.0%

書籍書籍書籍書籍・・・・文具文具文具文具 73.0%73.0%73.0%73.0% 26.1%26.1%26.1%26.1% 0.9%0.9%0.9%0.9%

生鮮生鮮生鮮生鮮 65.7%65.7%65.7%65.7% 34.3%34.3%34.3%34.3% 0.0%0.0%0.0%0.0%
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ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・・・・ｶｰｶｰｶｰｶｰ用品用品用品用品 61.7%61.7%61.7%61.7% 38.3%38.3%38.3%38.3% 0.0%0.0%0.0%0.0%
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図６ 確保した万引き犯の職業別内訳 

 

４４４４....１１１１....６６６６....    単独犯単独犯単独犯単独犯・・・・複数犯別内訳複数犯別内訳複数犯別内訳複数犯別内訳    

確保した万引犯の単独犯・複数犯別内訳は、「単独犯」が８３．５％で圧倒的に多

青少年青少年青少年青少年

小計小計小計小計
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72.0%72.0%72.0%72.0% そのそのそのその他専門店他専門店他専門店他専門店 8.0%8.0%8.0%8.0% 19.0%19.0%19.0%19.0% 45.0%45.0%45.0%45.0% 6.0%6.0%6.0%6.0% 0.3%0.3%0.3%0.3% 8.3%8.3%8.3%8.3% 1.0%1.0%1.0%1.0% 5.3%5.3%5.3%5.3% 0.3%0.3%0.3%0.3% 6.7%6.7%6.7%6.7%

70.1%70.1%70.1%70.1% 書籍書籍書籍書籍・・・・文具文具文具文具 0.1%0.1%0.1%0.1% 18.2%18.2%18.2%18.2% 30.5%30.5%30.5%30.5% 21.3%21.3%21.3%21.3% 2.7%2.7%2.7%2.7% 2.7%2.7%2.7%2.7% 8.5%8.5%8.5%8.5% 6.0%6.0%6.0%6.0% 6.8%6.8%6.8%6.8% 1.1%1.1%1.1%1.1% 2.1%2.1%2.1%2.1%

60.0%60.0%60.0%60.0% 服飾服飾服飾服飾・・・・服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨 10.0%10.0%10.0%10.0% 50.0%50.0%50.0%50.0% 2.5%2.5%2.5%2.5% 1.3%1.3%1.3%1.3% 21.3%21.3%21.3%21.3% 12.5%12.5%12.5%12.5% 2.5%2.5%2.5%2.5%

5.0%5.0%5.0%5.0% 楽器楽器楽器楽器・・・・ＣＤＣＤＣＤＣＤ 5.0%5.0%5.0%5.0% 25.0%25.0%25.0%25.0% 3.3%3.3%3.3%3.3% 50.0%50.0%50.0%50.0% 16.8%16.8%16.8%16.8%

48.1%48.1%48.1%48.1% 靴靴靴靴 3.6%3.6%3.6%3.6% 28.0%28.0%28.0%28.0% 16.5%16.5%16.5%16.5% 3.0%3.0%3.0%3.0% 12.0%12.0%12.0%12.0% 3.3%3.3%3.3%3.3% 13.3%13.3%13.3%13.3% 3.8%3.8%3.8%3.8% 16.5%16.5%16.5%16.5%

40.0%40.0%40.0%40.0% ｺﾝﾋｺﾝﾋｺﾝﾋｺﾝﾋ ﾞ゙゙゙ﾆﾆﾆﾆ・・・・ﾐﾆｽｰﾊﾐﾆｽｰﾊﾐﾆｽｰﾊﾐﾆｽｰﾊ ﾟ゚゚゚ｰーーー 5.0%5.0%5.0%5.0% 17.5%17.5%17.5%17.5% 17.5%17.5%17.5%17.5% 60.0%60.0%60.0%60.0%

31.5%31.5%31.5%31.5% 医療品医療品医療品医療品 0.4%0.4%0.4%0.4% 0.3%0.3%0.3%0.3% 8.5%8.5%8.5%8.5% 22.3%22.3%22.3%22.3% 2.9%2.9%2.9%2.9% 1.2%1.2%1.2%1.2% 15.6%15.6%15.6%15.6% 17.6%17.6%17.6%17.6% 13.5%13.5%13.5%13.5% 7.4%7.4%7.4%7.4% 9.3%9.3%9.3%9.3%

29.7%29.7%29.7%29.7% 酒類酒類酒類酒類 4.7%4.7%4.7%4.7% 8.0%8.0%8.0%8.0% 17.0%17.0%17.0%17.0% 1.0%1.0%1.0%1.0% 0.4%0.4%0.4%0.4% 15.1%15.1%15.1%15.1% 17.5%17.5%17.5%17.5% 33.2%33.2%33.2%33.2% 0.4%0.4%0.4%0.4% 2.6%2.6%2.6%2.6%
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29.0%29.0%29.0%29.0% 総合総合総合総合ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ｨｽｶｳﾝﾄｨｽｶｳﾝﾄｨｽｶｳﾝﾄｨｽｶｳﾝﾄ 12.5%12.5%12.5%12.5% 16.5%16.5%16.5%16.5% 7.0%7.0%7.0%7.0% 24.0%24.0%24.0%24.0% 40.5%40.5%40.5%40.5%

26.7%26.7%26.7%26.7% 生活協同組合生活協同組合生活協同組合生活協同組合 26.7%26.7%26.7%26.7% 6.3%6.3%6.3%6.3% 2.3%2.3%2.3%2.3% 38.7%38.7%38.7%38.7% 26.0%26.0%26.0%26.0%

26.0%26.0%26.0%26.0% スーパースーパースーパースーパー 0.4%0.4%0.4%0.4% 1.3%1.3%1.3%1.3% 11.0%11.0%11.0%11.0% 13.3%13.3%13.3%13.3% 3.3%3.3%3.3%3.3% 3.6%3.6%3.6%3.6% 12.9%12.9%12.9%12.9% 25.2%25.2%25.2%25.2% 19.5%19.5%19.5%19.5% 8.1%8.1%8.1%8.1% 1.3%1.3%1.3%1.3%

20.5%20.5%20.5%20.5% ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・・・・ｶｰｶｰｶｰｶｰ用品用品用品用品 0.1%0.1%0.1%0.1% 3.7%3.7%3.7%3.7% 8.8%8.8%8.8%8.8% 7.9%7.9%7.9%7.9% 0.7%0.7%0.7%0.7% 0.5%0.5%0.5%0.5% 12.2%12.2%12.2%12.2% 24.0%24.0%24.0%24.0% 27.7%27.7%27.7%27.7% 4.3%4.3%4.3%4.3% 10.1%10.1%10.1%10.1%

19.6%19.6%19.6%19.6% 婦人婦人婦人婦人・・・・子供服子供服子供服子供服 1.0%1.0%1.0%1.0% 10.9%10.9%10.9%10.9% 5.5%5.5%5.5%5.5% 2.2%2.2%2.2%2.2% 13.1%13.1%13.1%13.1% 32.4%32.4%32.4%32.4% 25.3%25.3%25.3%25.3% 3.6%3.6%3.6%3.6% 5.9%5.9%5.9%5.9%

18.9%18.9%18.9%18.9% 百貨店百貨店百貨店百貨店 0.1%0.1%0.1%0.1% 2.0%2.0%2.0%2.0% 6.2%6.2%6.2%6.2% 10.6%10.6%10.6%10.6% 0.7%0.7%0.7%0.7% 1.9%1.9%1.9%1.9% 34.6%34.6%34.6%34.6% 10.6%10.6%10.6%10.6% 19.8%19.8%19.8%19.8% 8.9%8.9%8.9%8.9% 4.6%4.6%4.6%4.6%

16.5%16.5%16.5%16.5% スポーツスポーツスポーツスポーツ用品用品用品用品 2.0%2.0%2.0%2.0% 4.2%4.2%4.2%4.2% 10.3%10.3%10.3%10.3% 1.3%1.3%1.3%1.3% 1.7%1.7%1.7%1.7% 6.9%6.9%6.9%6.9% 41.8%41.8%41.8%41.8% 20.6%20.6%20.6%20.6% 3.3%3.3%3.3%3.3% 8.0%8.0%8.0%8.0%

12.8%12.8%12.8%12.8% 宝飾品宝飾品宝飾品宝飾品 2.6%2.6%2.6%2.6% 5.8%5.8%5.8%5.8% 4.4%4.4%4.4%4.4% 0.6%0.6%0.6%0.6% 0.7%0.7%0.7%0.7% 12.2%12.2%12.2%12.2% 36.0%36.0%36.0%36.0% 35.8%35.8%35.8%35.8% 0.3%0.3%0.3%0.3% 1.7%1.7%1.7%1.7%

0.0%0.0%0.0%0.0% 家電製品家電製品家電製品家電製品 16.5%16.5%16.5%16.5% 83.5%83.5%83.5%83.5%

0.0%0.0%0.0%0.0% 生鮮生鮮生鮮生鮮 10.0%10.0%10.0%10.0% 90.0%90.0%90.0%90.0%
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く、次いで「２人組」（８．９％）、「不明」（３．５％）、「３人組」（２．７％）の順 

である。「４人組以上」とするのも１．４％あった。 

 

４４４４....１１１１....７７７７....    確保確保確保確保をををを実行実行実行実行したしたしたした者者者者のののの内訳内訳内訳内訳    

誰が万引犯を確保したかの内訳については、全体では「保安警備員」が９０．５％

と最も多く、次いで「自社の従業員」８．８％である（実合計が構成比を見たもの）。 

これを業態別に見ると、スーパーでは「保安警備員」が９５．２％を占め、「自社

の従業員」は４．５％であるのに対して、書籍・文具では「自社の従業員」が２９．

２％を占め、「保安警備員」は７０．４％に留まるなど、業態別の万引確保の特徴が

表れている。 

 

４４４４....１１１１....８８８８....    年間総売上年間総売上年間総売上年間総売上げにげにげにげに対対対対するするするする不明不明不明不明ロスロスロスロス金額金額金額金額のののの構成比構成比構成比構成比    

決算年度における年間の不明ロス金額（万引以外の全てのロスを含む）を、直近年

度・前年度・前々年度の３時点で尋ねた結果は、それぞれの年次で回答企業数が異な

るが、直近年度が７２６万円（回答２０５社）、前年度が９０９万円（回答１６７社）、

前々年度が１，１０９万円（回答１３８社）である。 

その年間総売上げに対する構成比については、直近年度が０．９７％（回答２０９

社）、前年度が０．９１％（回答１６５社）、前々年度が１．１０％（回答１４２社）

である。 

これを業態別に見てみると（回答企業５社以上の業態に限定）、直近年度では生活

協同組合（３．１８％）、書籍・文具（１．７７％）、服飾・服飾雑貨（１．５４％）、

靴（１．３９％）、酒（１．３７％）、総合ディスカウント（１．３４％）、スーパー

（１．２３％）、楽器・ＣＤ（１．０１％）などでの比率が高い。前年度ではやはり

生活協同組合（３．４１％）、靴（２．１２％）、服飾・服飾雑貨（１．８０％）、総

合ディスカウント（１．５６％）、楽器・ＣＤ（１．１０％）、スーパー（１．０３％）、

書籍・文具（０．８８％）、医療品（０．７５％）などでの比率が高い。前々年度を

見ても、生協、服飾・服飾雑貨、靴、総合ディスカウント、楽器・ＣＤ、スーパー、

書籍・文具、ホームセンター・カー用品の順であり、業態別傾向はほぼ変わらない。 

また他の資料から、我が国の小売業売上高１３５兆円の内セルフ販売を行っている

小売業は４５兆円であり、その１％とすると４，５００億円が不明ロス総額になる。  

また、我国小売業全体の不明ロスは、英国の調査機関センター・フォー・リテイル・

リサーチ社の調査によれば、１兆円に及ぶという推計も出されている。 

 

４４４４....１１１１....９９９９....    不明不明不明不明ロスロスロスロスのののの中中中中でででで万引被害万引被害万引被害万引被害とととと推定推定推定推定されるされるされるされる金額金額金額金額のののの比率比率比率比率    

直近の年間不明ロス金額のうち、万引被害によるものと推定される金額の比率を尋

ねた結果は、「１０％未満」とするものが２９．１％と最も多く、次いで「わからな

い」の２３．８％である。「５０％未満」を合わせると５０．７％であり、残りは万

引被害以外の不明ロスということになる。その中には、従業員による不正（いわゆる
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「内引き」）、流通過程における盗難・減耗等が含まれると思われ、不明ロス問題は万

引被害（いわゆる「外引き」）対策だけでは解消しないことを示唆している。 

業態別には、「５０％以上」とするものの比率が高いのが楽器・ＣＤ（６２．５％）、

書籍・文具（４３．８％）、逆に「３０％未満」とするものの比率が高いのが百貨店

（５５．８％）、時計・めがね（５５．５％）、家電製品（５４．６％）、婦人・子供

服（５３．８％）、生活協同組合（５３．６％）、スーパー（４７．１％）などである。 

 

４４４４....１１１１....１０１０１０１０....    万引被害件数万引被害件数万引被害件数万引被害件数のののの多多多多いいいい商品商品商品商品    

万引被害件数の最も多い商品は、「高額品」、「商品形状がコンパクト」、「商品管理

が手薄がち」、「中古市場が存在する」といった特徴が見られる。 

例示すれば、医療品（ドラッグストア）の「高級化粧品」（特定ブランド名を示し

た回答が多い）、ホームセンター・カー用品の「電動工具」（同様）、書籍・文具の「コ

ミック」、楽器・ＣＤの「ＤＶＤソフト」、コンビニ・ミニスーパーの「ガム類」、ス

ーパーの「靴下」などである。 

 

４４４４....１１１１....１１１１１１１１....    万引万引万引万引きききき防止対策防止対策防止対策防止対策    

①万引き犯罪への基本的な考え方 

 万引犯罪に対するコンビニ、スーパーなどの各企業の基本的な考え方を尋ねた結果

は、「青少年の健全な育成の面から万引をさせてはならないと考える」とするもの６

８．４％で、３社に２社強が青少年の健全育成面から考えるべきだとしている。これ

に次いで「会社の経営上大きな影響を与えるので、何らかの対策をすべき課題と考え

る」の５７．３％、「治安対策の面から行政が何らかの対策をすべき課題であると考

える」の３３．７％である。一方、「特に問題意識はない」とするものは１件あるに

すぎない。 

 業態別に著しい差異は見られない。 

 

②実施されている万引き犯罪防止対策 

各店舗レベルで実施されている万引き犯罪防止対策としては、「従業員にお客様へ

の声かけをさせている」８１．８％、「防犯カメラをつけさせている」７３．３％が

双璧。次いで「商品陳列を工夫させている」４２．５％、「保安警備員を配置させて

いる」３９．６％、「ミラーをつけさせている」３９．１％、「万引き防止装置を入れ

させている」３２．５％などのハードを中心とした対策が並ぶ。「店内放送を活用し、

万引き防止を呼び掛けさせている」１４．３％、「棚卸しを頻繁に行わせている」１

５．８％などの対策の比率は低い。 

 「防犯カメラ」について業態別には、書籍・文具・総合ディスカウントで１００％、

スーパーで８８．５％、医療品で８８．０％）などが高い比率で導入している。 

また「万引き防止装置」については、書籍・文具で９３．８％、医療品で８０．０％、

家電製品で７２．７％などが高い比率で導入している。 
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一方、「商品陳列を工夫させている」の比率が高いのは、酒類で８３．３％、家電

製品で７２．７％、百貨店で６９．８％）などである。 

    

４４４４....１１１１....１２１２１２１２....    各社各社各社各社でででで万引万引万引万引きききき被害被害被害被害をををを減少減少減少減少させたさせたさせたさせた要因要因要因要因    

直近で万引き被害が減少しているとしたらその理由は何か、という形で対策を尋ね

た結果（複数回答）は、「防犯カメラを増やした」が最も高い比率で３２．５％、つ

いで「店内レイアウトを改めた」２３．５％、「万引き防止装置を導入した」１７．

０％である。一方、「減少していない」とするものも１８．４％あった。 

 業態別には家電製品、楽器、ＣＤ，総合ディスカウント、医療品、ホームセンター・

カー用品で「万引き防止装置を導入した」の比率が高い。また酒類６社のうち５社ま

でが「店内レイアウトをあらためた」としている。書籍・文具では「防犯カメラを増

やした」とするものが最も多く、次いで「店内レイアウトを改めた」、「保安警備員を

増やした」、「万引き防止装置を導入した」とするものが同数あり、いずれも比率が高

い。 

 

４４４４....１１１１....１３１３１３１３....    万引万引万引万引きききき犯罪発見後犯罪発見後犯罪発見後犯罪発見後のののの処理処理処理処理    

①各社の基本的処理方針 

 回答各社において万引き犯罪を発見した場合、その後の基本的処理方針について尋

ねた結果、最も多いのは「全件警察に通報する。家族や学校に通報するかどうかはケ

ースバイケース」の４７．１％、つまり半数弱がケースバイケースの処理である。こ

れに対して、「全件警察に通報する。未就学児、学生の場合は全件家族および学校に

も連絡する」はその半数以下となっている。 

 これを業態別に見ると、書籍・文具、楽器・ＣＤ、生活協同組合といった万引き被

害の多い業態では「全件警察・課程・学校に通報」の比率が高い。一方、家電製品、

スポーツ用品、紳士服、医療品などの業態では「ケースバイケース」の比率が高い。 

 

② 基本的な処理以外の処理基準 

 上記で「全件連絡」以外とした場合、すなわち基本的な処理と異なる処理をする場

合の基準は何かを尋ねた結果は、無回答が３４．７％までを占め、基本的な処理以外

の処理基準を設けているケースは多くないことを窺わせる。回答のあった中では「被

害金額の大きさ」が２８．５％、次いで「初犯か再犯か」の２６．０％、「未成年か

否か」１９．０％、「未就学児か否か」１８．１％である。「単独犯か複数犯か」は８．

０％と低い。業態別には、生活協同組合で「未就学か否か」が１８件中７件と最も高

い比率を示しているなどの特徴が見られる。 
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４４４４....２２２２....    ドラッグストアドラッグストアドラッグストアドラッグストアにおけるにおけるにおけるにおける万引万引万引万引きのきのきのきの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその対策対策対策対策    

日本チェーンドラッグストア協会では、かねてから協会内に防犯・防災委員会を設

け、万引き被害の実態や対策について独自に調査を行っているとのことである。    

そこで、日本チェーンドラッグストア協会第二事業部長である谷相良夫氏を訪ね、

調査内容を伺った。[8]  その結果、平成１５年に続き平成１８年にも協会参加企

業１９７社を対象に調査を行ったことが分ったのでその主要な部分を以下に示す。な

お、この調査の有効回収数は６８社、有効回答率は３４．５％であった。 

    

４４４４....２２２２....１１１１....    ドラッグストアドラッグストアドラッグストアドラッグストアにおけるにおけるにおけるにおける万引万引万引万引きききき被害被害被害被害    

ドラッグストアにおける万引き被害は、一般的な万引きのほか、窃盗団による化粧

品、医薬品、健康食品などのうちブランド品を大量に万引きする例も多い。 

この場合の被害額も高く、一回当たりの商品売価合計が５０万円、１００万円に達

することもある。 

    

４４４４....２２２２....２２２２....    万引万引万引万引きによるきによるきによるきによる被害金額被害金額被害金額被害金額およびおよびおよびおよび売上売上売上売上げにげにげにげに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合    

直近年度の万引による被害金額、売上に占める割合については、回答企業６８社中、

４６社が回答。売上高に占める万引によるロス率（年間）は、推定すると０．３１％、

１店舗当たり平均８２万４千円である。 

 ・売上高に占める割合 ０．３１％（年間） 

 ・１店舗あたりの万引被害額 ８２万４千円（年間） 

 ・１店舗あたりの平均売上額 約２億６，５００万円（年間） 

 ※年間のロス高、ロス率から売上高を算出し、各々を合計し、万引による売上高に

占める割合を算出した。 

 

４４４４....２２２２....３３３３....    万引万引万引万引きによるきによるきによるきによる被害被害被害被害がががが多多多多いいいい商品商品商品商品    

① 窃盗団による大量万引きの多い商品（代表例） 

 窃盗団による大量万引きの多い商品は、医療品では「アリナミン類」４８件、養毛

剤の「リアップ」が３５件、次いで「キューピーコーワ」「ハイチオールＣ」、養毛剤

「アデノゲン」と、ビタミン剤、養毛剤が上位を占める。健康食品では「コエンザイ

ムＱ１０」が２３件。化粧品では、資生堂「マキアージュ」が２２件、花王「ソフィ

ーナ」が１２件、ブランド名「資生堂商品」が１２件、「雪肌精」１１件、以下「カ

ネボウ商品」９件、「ＵＶホワイト」８件となる。日用雑貨では「タバコ」カートン

を含み２件、かみそり替刃２件となっている。 

② 一般的な万引の多い商品（代表例） 

一般的な万引の多い商品は、医療品では「アリナミン類」２８件、養毛剤の「リア

ップ」１４件、「チョコラＢＢ」８件、「キューピーコーワ」７件など、ビタミン類、

養毛剤が多く占める。健康食品では「コエンザイムＱ１０」が１２件、「アガリスク
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類」が８件、化粧品は、カネボウ「ケイト」が１３件、資生堂「マキアージュ」が９

件などの商品・ブランドなどが数多く挙げられる。日用雑貨では「スキン」７件、「タ

バコ」カートンを含み３件となっている。 

    

４４４４....２２２２....４４４４....    万引万引万引万引きききき犯罪犯罪犯罪犯罪とととと具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例    

①窃盗団による大量万引きの主な事例 

ア 男性 20～30 歳  3 名 

  盗難商品 ： プリミエール 88千円、雪肌精 44千円 

  手  口 ： 先に入った作業服の男 Aが売り場から商品をカゴに入れ、その 

後、大きなバッグを持った男 B が死角でバックの中に入れてき 

たカバンにその商品を詰め込み、2分後に退店、その後もう一 

人の男 C がバッグを持って出て行く。 

イ 男性・女性 3 名 

   盗難商品 ： マキアージュなど 

   手  口 ： カップルで 2名が先に入店し、女がピッキング、男が集め５分 

後に特殊バッグを持った男が入店し、集めた商品を収納しバラ 

バラに撤収する。 

 ウ 女性 20 歳代 3 名 

   盗難商品 ： マキアージュなど 

   手  口 ： 店内で従業員に 1 人が接客を求め、もう１人がカゴいっぱい 

に商品を入れ死角に隠し、もう１人がその商品をカバンに入 

れ替える。 

 エ 男性 ３０～４０歳代 ２名   

   盗難商品 ： コエンザイム Q10シリーズなど  １５万円分 

   手  口 ： 買い物カゴに大量に入れ、その上に大きな商品を入れて隠し、 

別のカバンに移し替える。 

②一般的な万引きの主な事例 

ア 女性 ２０歳代 無職  ２名 

  盗難商品 ： メイク化粧品 ５万円分 

  手  口 ： スタッフが手薄な時間帯に犯行 

イ 女性 高校生 ２名 

  盗難商品 ： カセットブランド ４万円分 

  手  口 ： あらかじめ万引きする商品をメモ書きし、携帯で仲間と連絡を 

取りながら万引きを繰り返す。 

ウ 女性 10～２０歳 学生 １～２名 

  盗難商品 ： 化粧品 ２千～２０万円位 

  手  口 ： 中身を抜いて空箱は人通りの少ない通路、陳列棚に破棄する。 

エ 男性・女性 ３５歳代 ２名 
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  盗難商品 ： ブロン液 

  手  口 ： １人がスタッフに質問して気をそらし、残り一人がカバンに入 

れる。 

オ 女性 １４歳 中学生  ２名 

  盗難商品 ： アイライナー、菓子等  １万円分 

  手  口 ： 別の場所（死角）にて、カバンに商品を入れレジを通らず退出。 

    

４４４４....３３３３....    万引万引万引万引についてのについてのについてのについての全国青少年意識調査結果全国青少年意識調査結果全国青少年意識調査結果全国青少年意識調査結果    

小売業・サービス業店頭で急増している万引犯罪は、単に被害業界の経営問題にと

どまらず、いわゆる「初発型犯罪」として青少年が犯罪の道に迷い込む入り口になる

という意味で青少年の健全育成にも関わりがある。また地域の治安維持の面からも大

きな社会問題となっていて、一刻も早い社会的な対応が求められている。 

そこで「特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構」（平成１７年６月に設立さ

れた万引犯罪防止のための全国団体）の事務局長である福井昂氏を訪ね、機構が平成

１７年に行ったわが国における青少年の万引犯罪に対する意識の実態と、被害者側被

害者側である小売業・サービス業における実態の調査結果について伺った。 

その結果の主要な部分について、以下に示す。[9] 

    

４４４４....３３３３....１１１１....    調査調査調査調査のののの目的目的目的目的    

 万引犯罪に対する青少年の意識調査は、県別にはこれまでも行われてきたが、本調

査では、万引犯罪に対する青少年の意識を全国統一の調査票によって把握することに

よって、年代別・男女別・地域別分析等の基礎データを得るとともに、行政・警察当

局の防犯施策、青少年指導団体、街の防犯ボランティア活動等に資することを目的に

行われた。 

    

４４４４....３３３３....２２２２....    調査内容調査内容調査内容調査内容    

 本年度調査の主な調査項目は次の通りである。 

① 万引についてどこで教えられたか 

② 万引についてどのように考えているか 

③ 万引について友達はどのように考えているか 

④ 万引に誘われたことがあるか 

⑤ 万引をする理由は何か 

⑥ 万引で捕まったらどうなると思うか 

⑦ 万引したものを友人などに売っているという話をどう思うか 

⑧ 少年が万引をしなくなるためにはどうすればいいか 

⑨ 万引をさせないために店等がやっていることを知っているか 
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４４４４....３３３３....３３３３....    調査内容調査内容調査内容調査内容のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ    

①調査の実施主体：特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構 

②調査実施の協力：警察庁生活安全局少年課 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

    

４４４４....３３３３....４４４４....    調査対象校調査対象校調査対象校調査対象校のののの選選選選びびびび方方方方およびおよびおよびおよび配布配布配布配布・・・・回収等回収等回収等回収等    

①サンプリング法：２層ランダム・サンプリング（都道府県別・学校別） 

②台帳：「全国学校総覧」2005 

③票数：全国 約 11,750 

小学校＝5 年生を対象とした：１校当たり 50 票×47都道府県＝2,350 票 

中学校＝2年生を対象とした：１校当たり 100 票×47都道府県＝4,700 票 

高等学校＝2年生を対象とした：１校当たり 100 票×47都道府県＝4,700 票 

④調査期間：平成 17年 12月～平成 18年 3 月 

    

４４４４....３３３３....５５５５....    回収状況回収状況回収状況回収状況    

①小学校 5 年：回収学校数＝46（都道府県） 

回収票数＝2,641票（男子 1,289、女子 1,299、無回答 53） 

回収率：回収学校数＝97.9％ 回収票数＝112.4％ 

②中学校２年：回収学校数＝44（都道府県） 

  回収票数＝4,502票（男子 2,236、女子 2,170、無回答 96） 

  回収率：回収学校数＝93.6％ 回収票数＝95.8％ 

③高校 2年：回収学校数＝41（都道府県） 

回収票数＝4,290 票（男子 1,884、女子 2,284、無回答 122） 

回収率：回収学校数＝87.2％ 回収票数＝91.3％ 

 

総計 回収学校数＝131 

 回収率＝対象 141校の 92.9% 

 回収票数＝11,433票 

 回収率＝対象 11,750 票の 97.3% 

    

４４４４....３３３３....６６６６....    万引犯罪万引犯罪万引犯罪万引犯罪のののの認知認知認知認知    

この質問は小学生のみ行った。全国で９９．３％の児童が「知っています」と回答

し、「知らなかった」と回答したのは０．７％と少数である。万引を知らない児童は

極めて少ないといえる。 

表５ 認知の割合    

 知っています 知らなかった 無回答 

小学生 ９９．３％ ０．７％ ０．０％ 
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４４４４....３３３３....７７７７....    万引犯罪万引犯罪万引犯罪万引犯罪をどこでをどこでをどこでをどこで教教教教えられたかえられたかえられたかえられたか    

 「学校の授業で」は、全学年（小学校・中学校・高校、以下同様）に共通して多い。

小学生では「保護者から」は 3人に 2 人が回答しているが、中学生では激減している。

中学生で 3 割未満だった「特に教えられたことはない」は、高校生では 4 割を超えて

いる。「その他」の選択肢に記入のあった意見で目立って多かったのは「テレビ」「ニ

ュース」等であった。 

表６ どこで教えられたか 

 学校の 

授業で 

保護者か

ら 

警察で 特に教えられ

た 

ことはない 

その他 無回答 

小学生 ５６．８％ ６６．９％ ７．１％  ３７．

５％ 

０．２％ 

中学生 ５５．２％ ３６．９％ ７．５％ ２８．７％ ９．４％ ０．７％ 

高校生 ４５．７％ ２６．０％ ４．７％ ４２．２％ ６．４％ ０．７％ 

 

４４４４....３３３３....８８８８....    万引犯罪万引犯罪万引犯罪万引犯罪にににに対対対対するするするする認識認識認識認識 

「絶対にやってはいけないこと」との回答が小学生では９５．２％と非常に多い。

中学・高校と学年が上がるに従って犯罪意識は薄れていくが、表からも明らかなよう

に、とりわけ小学生と中学生との間に大きな変化が見られる。 

表７ 万引きに対する認識 

 絶対にやっては 

いけないこと 

やってはいけない

が大きな問題では

ないこと 

よくあること

で 

さほど問題で

はないこと 

その他 無回答 

小学生 ９５．２％ ３．７％ ０．３％ ０．５％ ０．３％ 

中学生 ８３．２％ １４．１％ １．３％ １．０％ ０．４％ 

高校生 ８０．９％ １６．０％ １．６％ １．０％ ０．５％ 

 

４４４４....３３３３....９９９９....万引犯罪万引犯罪万引犯罪万引犯罪にににに対対対対するするするする友達友達友達友達のののの認識認識認識認識    

「絶対にやってはいけないこと」との回答が小学生では９１．３％と多いが、自身

の場合に比較してわずかながら比率が下がる。また、自身の場合と同様に、学年が上

がるに従って犯罪意識は薄れていくが、小学生と中学生の間に大きな変化が見られる。 

表８ 万引きに対する友達の認識 

 絶対にやっては 

いけないこと 

やってはいけない

が大きな問題では

ないこと 

よくあること

で 

さほど問題で

はないこと 

その他 無回答 
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小学生 ９１．３％ ６．８％ ０．９％ ０．８％ ０．３％ 

中学生 ７１．５％ ２２．７％ ４．１％ １．３％ ０．４％ 

高校生 ６３．６％ ２７．５％ ６．３％ ２．０％ ０．６％ 

                

４４４４....３３３３....１０１０１０１０....    万引万引万引万引をををを誘誘誘誘われたわれたわれたわれた経験経験経験経験のののの有無有無有無有無    

学年が上がるにつれて増加していくが、学年による増加率の変化は見られない。 

表９ 誘われた経験 

 ある ない 無回答 

小学生 ４．９％ ９５．０％ ０．０％ 

中学生 ９．６％ ９０．０％ ０．４％ 

高校生 １４．０％ ８５．５％ ０．５％ 

    

４４４４....３３３３....１１１１１１１１....    万引万引万引万引するするするする理由理由理由理由    

各学年に共通して最も多いのが「その品物が欲しいから」、次に多いのが「お金が

ないから」である。しかしこれらは、学年が上がるにつれて減少していく。反対に、

学年が上がるにつれて増加していくのは「度胸試しのため」と「簡単にできるから」

の２つであった。「友人に強要されたから」と「仲間はずれになりたくないから」の

２つの回答は、各学年ともほぼ同じ回答となっており、その数は学年が上がるに従っ

て大きく減少していく。販売目的の回答は「中古品店等で換金するため」と「友達に

売るため」の２つがあるが、中学生・高校生ともに、「換金」のほうが多かった。 

 今回は、小学生のみ「売るため」との選択肢とし、その内容について「店で換金」

「友達に」の違いは問わなかった。中学生・高校生ともに「換金」のほうが多かった

が、小学生ではどうなのか。小学生でも「換金目的」が多いのが。それとも小学生で

は「友達に売るため」が多く、中学生になってから「店で換金」が増加していくのか。

次回以降の調査の課題と思われる。 

 

表１０ 万引きする理由 

 その品物が

欲しいから 

お金がな

いから 

度胸試しの

ため 

楽しいから みんなや

っている

から 

友人に強要

されたから 

小学生 ８８．４％ ６７．

４％ 

１０．８％ ２８．５％ １７．６％ ３２．３％ 

中学生 ７９．９％ ６２．

３％ 

２６．３％ ２８．５％ ２２．７％ ２１．６％ 

高校生 ６９．７％ ５７．

９％ 

２６．３％ ２９．３％ ２１．３％ １３．０％ 
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簡単にで

きるから 

たいした罰

を受けない 

仲間はずれ

になりたく

ない 

換金するため 友達に売る

ため 

その他 無回答 

１６．

８％ 

１１．６％ ３２．３％ ５．７％（小学生のみ「売

るため」との選択肢だった 

２．５％ ０．７％ 

２０．

９％ 

１０．０％ ２６．８％ ６．２％ ５．８％ ２．２％ ０．４％ 

２５．

６％ 

８．０％ １５．７％ ６．９％ ３．６％ ２．４％ ０．３％ 

    

４４４４....３３３３....１２１２１２１２....    万引万引万引万引でででで捕捕捕捕まったまったまったまったらどうなるとらどうなるとらどうなるとらどうなると思思思思うかうかうかうか    

 各学年に共通して最も多いのは「家に連絡される」。次に多いのが「警察に通報さ

れて取り調べを受ける」である。「学校への通報」は、その後の学校の対応によって

「怒られる」と「停学等になる」の２つの選択肢を用意した。これらは学年が上がる

に従って、「怒られる」から「停学等になる」へと移っていく。「商品を買い取れば済

む」は３％程度であったが、「店で損害賠償を払わねばならない」は、小学生では３

９．３％、最も少ない高校生でも２６．２％と「損害賠償」のほうが圧倒的に多い。

「店で説教されるのみ」は、小学生では３人に２人が回答していたが、中学生・高校

生では１割を下回る。 

表１１ 捕まったらどうなると思うか 

 警察で取り調

べを受ける 

学校に通報さ

れて怒られる 

学校に通報さ

れて停学等に

なる 

家に連絡され

る 

小学生 ７８．１％ ７０．０％ １０．６％ ８８．０％ 

中学生 ７９．０％ ６６．５％ ３３．１％ ８２．１％ 

高校生 ７８．１％ ４８．２％ ６７．９％ ７４．５％ 

 

店で損害賠償

を払う 

商品を買い取

れば済む 

店で説教され

るのみ 

その他 無回答 

３９．３％ ３．０％ ６４．３％ ３．５％ ０．６％ 

３１．６％ ３．１％ ９．９％ １．８％ ０．３％ 

２６．２％ ２．５％ ８．６％ １．５％ ０．４％ 

    

    

４４４４....３３３３....１３１３１３１３....    おおおお店店店店のののの万引対策万引対策万引対策万引対策へのへのへのへの認識認識認識認識    

小学生でも、お店の対策を非常によく知っていることがうかがえる。中学生・高校

生についても、自由回答への記入は、お店の対策に関する意見が多い。お店の万引対
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策についても、もっと積極的になるべきと指摘しているが、関係機関への通報には積

極的ではないように思われる。 

表１２ 店の認識 

 万引防止

ポスター

を貼って

いる 

警察や、学

校、家の人

に知らせ

る 

監視カメ

ラをつけ

ている 

万引防止

機器をつ

けている 

ミラーを

つけてい

る 

その他 無回答 

小学生 ５４．４％ ２７．３％ ９５．９％ ４６．６％ ３６．０％ ３．

６％ 

０．

６％ 

 

 店は万引対策をし

ている店であるこ

とをアピールする 

店は積極的な挨拶

や、声かけをして

万引を事前に防ぐ 

店は全て警察と保

護者に連絡、学校

には性別、学年を

連絡 

警察は万引した生

徒の学校に対し指

導をしてもらうた

め連絡 

中学生 ６７．１％ ４６．４％ ３０．６％ １８．９％ 

高校生 ６７．７％ ４４．５％ ３１．３％ ２０．０％ 

 

学校は生徒に万引は犯罪

であると指導し心に響く

指導をする 

中古品買取店は１８歳

未満の者に対して保護

者に確認をする 

その他 無回答 

３９．２％ ２９．６％ １．４％ ３．５％ 

３１．６％ ２６．２％ １．２％ ３．３％ 

 

 

４４４４....３３３３....１４１４１４１４....    青少年青少年青少年青少年がががが万引万引万引万引をしなくなるためのをしなくなるためのをしなくなるためのをしなくなるための対策対策対策対策    

 各学年に共通して最も多いのが「万引をしづらい店つくりをする」であった。この

意見は、「万引を無くすための方策について」でも非常に目立つ。「授業でとりあげる」

と「家庭でのしつけ」は、学年が上がるにつれて減少していく。特に「授業でとりあ

げる」について、小学生では６割を超えていたが、中学生で減少し、高校生では３割

にとどまっている。３割～４割の回答で、学年による差が少ないものは「警察の取り

締まり」と「刑罰を重くする」であった。 

表１３ なくするための対策 

 万引について授業

でとりあげる 

家庭でのしつけを

きちっとする 

警察が万引を厳し

く取り締まる 

万引（窃盗）の刑

罰を重くする 

小学生 ６１．３％ ６８．６％ ３９．９％ ３５．８％ 

中学生 ５２．２％ ５２．８％ ４２．１％ ３５．４％ 

高校生 ３０．２％ ４７．７％ ３８．０％ ４０．７％ 
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万引をしづらい店

つくり 

罰金、迷惑料など

をとる 

買取店でチェック

する 

その他 無回答 

５６．１％ ３４．４％  ３．７％ ０．６％ 

５７．６％ １６．８％ １６．３％ ３．７％ ０．６％ 

５８．３％ １４．０％ １０．４％ ３．９％ ０．７％ 

 

４４４４....３３３３....１５１５１５１５....    警察警察警察警察にににに引引引引きききき渡渡渡渡すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのが、「万引は犯罪だから」という意見である。それに

続き「少年に反省させるため」「再発防止のため」となっている。これらの割合に、

学年による差は見られない。 

表１４ 警察に渡すべきと思う理由 

 万引は犯罪 

だから 

少年に反省 

させるために 

再発防止のため その他 無回答 

中学生 ６３．０％ １７．０％ １９．３％ ０．５％ ０．２％ 

高校生 ６３．９％ １６．８％ １８．１％ ０．９％ ０．２％ 

    

４４４４....３３３３....１６１６１６１６....    警察警察警察警察にににに引引引引きききき渡渡渡渡すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思わないわないわないわない理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのが、「犯罪者として扱うのは少年の将来を奪うことに

なるから」である。それに続き「品物は戻るので損害は発生していないから」「万引

は大した罪ではないから」で、万引が犯罪であることを理解していない回答が、中学

生で２５％程度、高校生でも２０％程度存在する。さらに数値として大きい「その他」

の内容は「まずは少年に、万引をした理由を聞く必要があるから」という、「声を聞

いて欲しい」というメッセージが多いということ。次に「警察に引き渡す必要がない

から」という、犯罪意識の欠如である。量的データとしても、犯罪意識の欠如は多か

ったが、「その他」の自由回答の中にも、同様に多いことがわかる。 

表１５ 警察に渡すべきと思わない理由 

 大した罪ではな

いから 

損害は発生して

いないから 

将来を奪うこと

になるから 

その他 無回答 

中学生 ８．０％ １７．２％ ５３．９％ １９．４％ １．５％ 

高校生 ５．８％ １５．０％ ５３．３％ ２３．４％ ２．５％ 

    

４４４４....３３３３....１７１７１７１７....    万引万引万引万引したしたしたした少年少年少年少年をををを捕捕捕捕まえたらまえたらまえたらまえたら学校学校学校学校にににに連絡連絡連絡連絡すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うかうかうかうか    

 中学生よりも、高校生のほうが「そう思う」の割合が少なくなっている。高校生に

ついては、この質問に「そう思う」と答えた割合（７３．７％）は、「警察に引き渡

すべきである」に「そう思う」と答えた割合（７６．１％）よりも少ない。 
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表１６ 学校に連絡すべきと思うか 

 そう思う そう思わない 無回答 

中学生 ８４．８％ １４．９％ ０．３％ 

高校生 ７３．７％ ２５．９％ ０．４％ 

    

４４４４....３３３３....１８１８１８１８....    学校学校学校学校にににに連絡連絡連絡連絡すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると思思思思うううう理由理由理由理由    

 万引の背景としてのいじめの存在については、中学生で４人に１人以上が「あるか

も知れない」と回答している。高校生では減っていくが、それでも２割程度は「ある

かも知れない」と回答している。 

表１７ 学校に連絡すべきと思う理由    

 生徒の指

導は学校

の責任 

厳しい処

分を学校

がするべ

き 

いじめな

どがある

かもしれ

ない 

少年に反

省させる

ため 

再発防止

のため 

その他 無回答 

中学生 １９．０％ １４．６％ ２６．８％ ２２．３％ １６．１％ １．３％ ０．１％ 

高校生 １４．２％ ２０．４％ １８．６％ ２７．６％ １７．６％ １．４％ ０．２％ 

    

４４４４....３３３３....１９１９１９１９....    学校学校学校学校にににに連絡連絡連絡連絡すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思わないわないわないわない理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「学校外の私的な行動であるから」との回答であ

った。次に多いのが「退学などになりかねないので、少年の将来のために」だが、こ

れは高校生のほうが中学生よりも１割程度多い。「万引は大した罪ではないから」と

の回答は少なかった。次に、その他の内容について分析してみた。 

 中学生・高校生に共通して、「他の生徒や先生から差別されるから」という意見が

多い。特に「教師から白い目で見られる」などという意見もある。これは自由回答に

も見られる。 

表１８ 学校に連絡すべきと思わない理由    

 大した罪では

はいから 

学校外の私的

な行動 

少年の将来の

ために 

たいした罰

にはならな

い 

その他 無回答 

中学生 ３．４％ ６１．５％ ２０．９％ １．２％ １１．

９％ 

１．

０％ 

高校生 １．９％ ５８．１％ ２９．１％ １．３％ ８．９％ ０．

７％ 

 

４４４４....３３３３....２０２０２０２０....    万引万引万引万引したしたしたした少年少年少年少年をををを捕捕捕捕まえたらまえたらまえたらまえたら保護者保護者保護者保護者にににに引引引引きききき取取取取りにきてもらりにきてもらりにきてもらりにきてもら    

うべきかうべきかうべきかうべきか    

 中学生よりも、高校生のほうが「そう思う」の割合が少なくなっている。この質問

に「そう思う」と答えた割合は「警察に引き渡すべきである」に「そう思う」と答え
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た割合や、「学校に連絡すべきである」に「そう思う」と答えた割合よりも大きい。 

表１９ 保護者に引き取りに来てもらうべきか 

 そう思う そう思わない 無回答 

中学生 ９２．３％ ７．５％ ０．２％ 

高校生 ９１．０％ ８．７％ ０．３％ 

    

４４４４....３３３３....２１２１２１２１....    保護者保護者保護者保護者にににに引引引引きききき取取取取りにきてもらうべきとりにきてもらうべきとりにきてもらうべきとりにきてもらうべきと思思思思うううう理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「少年の指導は親の責任だから」である。その次

に「少年に反省させるため」「再発防止のため」が続く。これらの回答には、学年に

よる差は見られない。 

表２０ 保護者に引き取りに来てもらうべきと思う理由 

 少年の指導は 

親の責任 

少年に反省させ

るために 

再発防止のため その他 無回答 

中学生 ５１．１％ ２９．６％ １６．４％ ２．６％ ０．３％ 

高校生 ４９．９％ ３１．３％ １５．６％ ２．６％ ０．５％ 

 

４４４４....３３３３....２２２２２２２２....    保護者保護者保護者保護者にににに引引引引きききき取取取取りにきてもらうべきとりにきてもらうべきとりにきてもらうべきとりにきてもらうべきと思思思思わないわないわないわない理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「親は子どもの万引とは関係ないから」である。

注目すべきは「万引は大した罪ではないから」「少年にとって大した罪にはならない

から」といった犯罪意識の欠如からくる意見が、ともに中学生のほうが多いというこ

とである。その原因については、自由回答の分析などによって、再度吟味・検討する

必要があると思われる。ちなみに、この設問について「その他」の自由回答をみる限

り、学年による差はほとんどないといえよう。最も多いのが「保護者に連絡する必要

がないから」であり、具体的には「その場で解決すればいい」「その場でお金を払え

ばいい」「店で解決できるので」など、法を犯しているという意識が全くないもので

あった。 

表２１ 保護者に引き取りに来てもらうべきと思わない理由 

 大した罪ではな

いから 

親は子どもとは

無関係 

たいした罰には

ならない 

その他 無回答 

中学生 １０．９％ ５６．６％ ８．０％ ２２．４％ ２．１％ 

高校生 ６．４％ ５７．９％ ５．９％ ２６．７％ ３．２％ 

 

４４４４....３３３３....２３２３２３２３....少年少年少年少年のののの万引犯罪通報万引犯罪通報万引犯罪通報万引犯罪通報をををを受受受受けたけたけたけた警察警察警察警察はははは学校学校学校学校にもにもにもにも連絡連絡連絡連絡すべきかすべきかすべきかすべきか    

 中学生よりも、高校生のほうが「そう思う」の割合が少なくなっている。またその

差は、１割以上と大きい。 

表２２ 警察は学校に連絡すべきか 

 そう思う そう思わない 無回答 
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中学生 ８１．９％ １７．８％ ０．３％ 

高校生 ７１．１％ ２８．５％ ０．４％ 

 

４４４４....３３３３....２４２４２４２４....    警察警察警察警察はははは学校学校学校学校にもにもにもにも連絡連絡連絡連絡すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「再発防止のために連携して指導するべき」であ

る。万引の背景としてのいじめの存在については、中学生の２割近くが「あるかも知

れない」と回答している。高校生ではその割合は減っていく。 

表２３ 警察は学校に連絡すべきと思う理由 

 連携して

指導する 

指導は学

校の責任 

学校は知っ

ておくべき 

反省させ

るため 

再発防止

のため 

その他 無回答 

中学生 ５４．７％ ７．６％ １７．８％ １１．

９％ 

７．０％ ０．９％ ０．１％ 

高校生 ６０．６％ ５．９％ １２．４％ １３．

６％ 

６．４％ １．０％ ０．２％ 

  

４４４４....３３３３....２５２５２５２５....    警察警察警察警察はははは学校学校学校学校にもにもにもにも連絡連絡連絡連絡すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると思思思思わないわないわないわない理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「学校外の私的な行動であるから」である。次に

「犯罪なので警察が対処するべき」が続く。「退学などになりかねない、少年の将来

のため」は中学生では１割程度だったか、高校生では４人に１人が回答している。「学

校は形だけの叱責しかしないから」は中学生で１５％と、「退学などになりかねない、

少年の将来のため」よりも多い。 

表２４ 警察は学校に連絡すべきと思わない理由 

 犯罪なので警

察が対処 

学校外の私的

な行動 

少年の将来の

ため 

学校は形だけ

の叱責しか 

しない 

その他 無回答 

中学生 ２８．１％ ３７．８％ １１．８％ １５．２％ ６．０％ １．１％ 

高校生 ２１．２％ ３７．４％ ２４．０％ １１．５％ ５．１％ ０．８％ 

    

４４４４....３３３３....２６２６２６２６....    連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けたけたけたけた親親親親はははは直直直直ちにちにちにちに引引引引きききき取取取取りにりにりにりに行行行行くべきかくべきかくべきかくべきか    

 この質問に「そう思う」と答えた割合は、各学年に共通して９割以上と非常に大き

い。またそれらには学年による差もみられない。よって「親は子どもを引き取りに行

くべき」という意見は、ほぼ一致していると考えられる。 

表２５ 親は直ちに引き取るべきか 

 そう思う そう思わない 無回答 

中学生 ９３．４％ ６．３％ ０．３％ 

高校生 ９３．０％ ６．７％ ０．３％ 
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４４４４....３３３３....２７２７２７２７....    連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けたけたけたけた親親親親はははは直直直直ちにちにちにちに引引引引きききき取取取取りにりにりにりに行行行行くべきとくべきとくべきとくべきと思思思思うううう理由理由理由理由    

 各学年に共通して圧倒的に多いのは、「親にも責任があるから」で、これは共に７

割を超えている。「親が引き取らないと釈放されないから」という意見も２割を超え

ている。またこれらの回答には、学年による差はほとんどみられない。 

 「その他」に含まれる意見として興味深いのは、「親が来ることで反省する」とい

うもの（具体例：「親が悲しむということを、その少年に教えるため」「親が叱るのが

一番こたえるから」「親の顔を見たら、本当に反省すると思う」など）が、高校生で

６１件あったということだ。この意見は中学生にも存在するが、数としてはそれほど

多くない。 

表２６ 親は直ちに引き取るべきと思う理由 

 親にも責任があるか

ら 

親が来ないと釈放されな

い 

その他 無回答 

中学生 ７３．６％ ２１．８％ ４．４％ ０．２％ 

高校生 ７１．３％ ２３．１％ ５．２％ ０．４％ 

 

４４４４....３３３３....２８２８２８２８....    連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けたけたけたけた親親親親はははは直直直直ちにちにちにちに引引引引きききき取取取取りにりにりにりに行行行行くべきだとくべきだとくべきだとくべきだと思思思思わなわなわなわな    

いいいい理由理由理由理由    

 各学年に共通して多いのは、「たかが万引で親を呼び出すのは大げさである」との

意見であり、これは共に３割を超えている。 

 高校生で最も多い「親が行かないことで（１人にさせることで）反省を促す効果が

あるから」という意見は興味深い。これは中学生にもみられるが、中学生ではむしろ

「万引は個人的な問題だから」という意見が多かった。 

表２７ 親は直ちに引き取るべきと思わない理由 

 大した罪では 

ないから 

親を呼び出すの

は大げさ 

品物を買い取れ

ばいい 

その他 無回答 

中学生 ７．１％ ３０．７％ １８．７％ ４１．０％ ２．５％ 

高校生 ５．９％ ２９．４％ １５．０％ ４６．９％ ２．８％ 

    

４４４４....３３３３....２９２９２９２９....    親親親親はははは万引万引万引万引したしたしたした子子子子どもにどもにどもにどもに厳厳厳厳しくしくしくしく指導指導指導指導すべきすべきすべきすべき    

 この質問に「そう思う」と答えた割合は、各学年に共通して９割近くと大きい。ま

たそれらには学年による差もみられない。 

表２８ 親は厳しく指導すべきか 

 そう思う そう思わない 無回答 

中学生 ８６．９％ １２．８％ ０．３％ 

高校生 ８７．６％ １１．９％ ０．５％ 

  

４４４４....３３３３....３０３０３０３０....    親親親親はははは万引万引万引万引したしたしたした子供子供子供子供にににに厳厳厳厳しくしくしくしく指導指導指導指導すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう理由理由理由理由    

 各学年に共通して最も多いのは、「少年に反省させるために」である。次に「子供
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の責任は親の責任であるから」「再発防止のため」が続く。各学年による差はほとん

どみられない。 

表２９ 親は厳しく指導すべきと思う理由 

 子どもの責任は

親の責任 

少年に反省させ

るために 

再発防止のため その他 無回答 

中学生 ３０．１％ ４２．５％ ２５．６％ １．８％ ０．１％ 

高校生 ３０．８％ ４４．１％ ２３．０％ ２．１％ ０．１％ 

    

４４４４....３３３３....３１３１３１３１....    親親親親はははは万引万引万引万引したしたしたした子供子供子供子供にににに厳厳厳厳しくしくしくしく指導指導指導指導すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思わないわないわないわない理由理由理由理由    

 各学年に共通して圧倒的に多いのが、「厳しく指導しすぎると子どもの居場所がな

くなり、かえって非行に走らせることになるから」である。この意見に近いものは、

「その他」の自由意見にもかなりみられる。自由意見で最も多いのは「指導する前に

話を聞くべきだから」であった。 

表３０ 親は厳しく指導すべきと思わない理由 

 万引は大した罪

ではないから 

放っておけばそ

のうち止める 

居場所がなくな

り、非行に走る 

その他 無回答 

中学生 ３．８％ ２．８％ ７７．９％ １５．０％ ０．５％ 

高校生 ２．５％ ６．６％ ６５．２％ ２３．４％ ２．１％ 

 

４４４４....３３３３....３２３２３２３２....    万引犯罪万引犯罪万引犯罪万引犯罪をををを犯犯犯犯したしたしたした子供子供子供子供やややや親親親親はどうすべきかはどうすべきかはどうすべきかはどうすべきか    

 「万引をしようとした品物を買い取るべきである」と「万引をしようとした品物を

買い取るだけでなく、迷惑料などを払うべきである」を合計すると、６割を超え、特

に中学生では７割に達する。「万引は軽微な犯罪なので、その場で謝罪すればよい」

は中学生と高校生では１割の差がある。「その他」の自由回答も、「その場で謝罪すれ

ばよい」という意見と同様のものが目立つ。 

表３１ 子どもや親はどうすべきか 

 その場で 

謝罪 

品物を 

買い取る 

買い取り、迷

惑料を払う 

店の掃除や

手伝いなど 

社会に貢

献する 

その他 無回答 

中学生 ３０．

０％ 

３３．

１％ 

３８．２％ １７．３％ ２９．５％ ６．

９％ 

１．

１％ 

高校生 １９．

７％ 

３３．

６％ 

３０．５％ １６．１％ ２５．４％ ８．

７％ 

２．

１％ 

４４４４....４４４４....    結結結結びびびび        

スーパー・コンビニ・書籍などの小売・サービス業およびドラッグストアにおける

万引きの実態調査の結果から、万引きは治安維持の面からも大きな社会問題であると

同時に、企業にとって深刻な経営問題であることが判明した。 

２つの業界団体の調査からほぼ一致した結果が出ているが、セルフ販売店における
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年間の万引き被害額は不明ロス（万引きによるものとそれ以外の内部の犯行によるも

のを加えた全部のロスをいう。これを外引き、内引きという。）の３０～６０％程度

であると推定できる。 

そして小売・サービス業の調査結果から，業態全体の不明ロスの平均金額は、売上

高のほぼ１％を占める。 

 これらのことから、セルフ販売を行っている小売業全体の売上高が４５兆円である

ので、その１％の４,５００億円が不明ロス総額となり、その内１,５００～３,００

０億円が万引きによる被害額と推定される。 

 また、小売業全体の不明ロスは１兆円に及ぶという推計もある。万引きを厳格に取

り締まることができれば、今まで不明ロスとして見逃してきた内引き（内部犯）も減

少させることができその効果は大きい。 

 

また、万引き犯罪に対するコンビニ、スーパーなど各企業の基本的な考え方は、多

い順に 

① 青少年の健全な育成の面から、万引をさせてはならない。 

② 会社の経営上大きな影響を与えるので、何らかの対策をすべき課題である。 

③ 治安対策の面から、行政が何らかの対策をすべき課題である。 

としている。 

そして、各店舗レベルで実施されている万引き犯罪防止対策としては、多い順に 

① 従業員がお客様へ声をかける。 

② 防犯カメラをつける。 

③ 商品陳列を工夫する。 

④ 保安警備員を配置する。 

⑤ ミラーをつける。 

⑥ 万引き防止装置を入れる。 

などのハードを中心とした対策が多いが、その他 

⑦ 店内放送を活用し、万引き防止を呼び掛ける。 

⑧ 棚卸しを頻繁に行なう。 

などの対策を行っている。 

 これらの対策のうち実際に効果があった対策は、防犯カメラを増やしたこと、店内

レイアウトを改めたこと、万引き防止装置を導入したこと、保安警備員を増やしたこ

となどである。 

万引きに関連して、最近治安関係の会合であるスーパーの責任者から、「店舗を経

営していくうえで売上げデ－タ（売上げによる商品の動き）には目を向けるが、万引

きなどによる商品の欠損にはなかなか目が向かない。このロスの算定漏れから、商品

在庫の欠品の問題が起きている。」とし、経営上大きな課題であるとの認識を示した。  

そして、「店内の不審行動を、いかに把握するかという問題がある。」との発言があ

り、この不審行動検知システムに対する業界の関心の高さが伺える。 
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第第第第５５５５章章章章    万引万引万引万引きききき等防止等防止等防止等防止のためののためののためののための具体的対策具体的対策具体的対策具体的対策             

（社）日本防犯設備協会専務理事 吉田正弘氏を訪ね、万引きに関連してその手口

や対策について伺った。その結果、（財）全国防犯協会連合会、（社）日本防犯設備協

会の作成したストアセキュリティガイド「お店の安全のために、知識と対策を」[11]

の中に万引き、内引き(内部犯)について具体的な手口を判りやすく図示し、それに対

する実際的な防犯対策が示されているので以下に示す。 

５５５５....１１１１....    万引万引万引万引きのきのきのきの手口手口手口手口とととと対策対策対策対策    

①人垣を作り一人が万引き 

 

図７ 人垣を作り万引き 

② おとりを使って万引き 

 

図８ おとりを使って万引き 

【事例】 

� 実行犯一人を人垣で囲んで死角を作り、 

カバンなどに商品を入れる。 

【防犯対策】 

� お客様の目を見て明るく元気なあいさつを 

する。「いらっしゃいませ」「何かお探しの 

商品がありましたらご案内いたします」な 

どお客様に関心を持っている姿勢を示す。 

� 高額売れ筋商品やポケットやカバンに入れ 

やすい商品などは、レジやその周辺に陳列 

する。 

� 什器の配置を換えたり、防犯カメラやミラ 

ーを設置し、死角をなくす。 

【事例】 

� 一人が従業員の注意を引き付け、仲間の実 

行犯が商品をカバンなどに入れる。 

 

【防犯対策】 

� お客様が多い季節、曜日、時間帯を調査し、

従業員の配置計画を見直す。 

� 日頃から警察との連携をとり、かつレジ台 

の後ろの壁に連絡先を表示する。 

� 棚卸しなどで不明ロス額の多い商品には、 

万引き防止タグを付ける。 

� 出入り口に万引き防止装置を設置する。 
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③ 店内を徘徊しての万引き 

 

図９ 店内を徘徊しての万引き 

 

④ 従業員の目の届かないところでの犯行 

 

図１０従業員の目の届かないところでの犯行 

 

 

 

 

【事例】 

� 防犯カメラやミラーの死角で、口の大 

きく開いた袋の中に未清算品を落とす。 

 

【防犯対策】 

� 監視している方向がわからないドーム 

カメラを設置する。 

� 不自然なほど大きな袋を持って店内を 

回遊するお客様には気をつける。 

� レジで清算した後に売り場に戻り、 

かつ滞留時間が長いお客様には特に気 

をつける。 

【事例】 

� 従業員の目の届かない試着室やトイレ 

に商品を持ち込み、カッターなどを 

使って万引き防止タグを剥がして持 

ち出す。 

 

【防犯対策】 

� トイレに未清算品を持ち込まないよ 

うステッカーなどを貼る。 

� 未清算品をトイレに持ち込みそうな 

お客様には、声をかける。 

� 試着できる商品には自鳴式タグを取 

り付ける。 
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⑤ 道具を使っての万引き 

 

図１１ 道具を使っての万引き 

 

⑥ 内と外とで共謀による盗み 

 

図１２ 内と外とで共謀による盗み    

    

    

【事例】 

� 陳列商品につながっているワイヤー 

をペンチで切り、持ち出す。 

 

【防犯対策】 

� 陳列商品をセンサーケーブル式警 

報機で係り止めする。 

� 係り止めできない高額商品はショー 

ケースに入れるか、自鳴式タグを 

取り付ける。 

【事例】 

� 従業員の目を盗んで窓から店外の 

共犯者に商品を渡す。 

 

【防犯対策】 

� 出入口以外の外部に通じる窓は施錠 

し、格子を取り付ける。 

� 窓にマグネットスイッチを取り付け、 

警報装置と連動させる。 
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５５５５....２２２２....    内部犯行内部犯行内部犯行内部犯行（（（（内引内引内引内引きききき））））のののの手口手口手口手口とととと対策対策対策対策 

①レジでのごまかし 

 

図１３ レジでのごまかし 

 

 

② 仲間と共謀でのごまかし 

 

図１４ 仲間と共謀でのごまかし 

【事例】 

� 釣り銭をごまかす。 

� お金を受け取ってレジに登録しない。 

� レシートを出さない。 

 

【防犯対策】 

� 代金と商品の取り扱い状況がわか 

る位置に防犯カメラを設置する。 

� 確実にレジに登録させる。 

� レシートは確実に発行させる。 

【事例】 

� 馴染みのお客様や友人に大盛りに 

して渡す。 

� 仲間と共謀し、代金をごまかす。 

 

【防犯対策】 

� 従業員への教育を徹底する。 

� 代金と商品の取り扱い状況がわか 

る位置に防犯カメラを設置する。 
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③ バックヤードでの切り取り 

 

図１５ バックヤードでの切り取り 

 

④ 棄処分品の持ち帰り 

 

図１６ 廃棄処分品の持ち帰り 

 

 

 

 

 

【事例】 

� 納入業者が自社商品を搬入し、帰り 

際に別の商品を持ち去る。 

 

【防犯対策】 

� 納入業者の出入り状況がわかるよう 

に、防犯カメラを設置する。 

【事例】 

� 従業員が廃棄処分となった商品の 

数をごまかし、そのまま持ち帰る。 

� 商品を早めに廃棄処分にして退社 

時に持ち帰る。 

 

【防犯対策】 

� 従業員による廃棄処分品の持ち帰り 

を許さない。 

� 廃棄処分品の分かる位置に防犯 

カメラを設置する。 
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⑤ 財布やバッグから現金の抜き取り 

 

 

図１７ 財布やバッグから現金の抜き取り 

 

⑥ テープ抜き取りによる証拠隠滅 

 

図１８ テープ抜き取りによる証拠隠滅 

【事例】 

� ロッカー内のカバンや衣類から金 

品を持ち去る。 

 

【防犯対策】 

� 更衣室の入り口にテンキー式ロッ 

ク装置などを取り付ける。 

� ロッカーや机をカギ付きのものに 

替える。 

� 貴重品ボックスを設置し、管理を 

徹底する。 

【事例】 

� 犯行前に現場の証拠となる記録装 

置を止める。 

� 画像の入ったテープを持ち帰る。 

 

【防犯対策】 

� テープを取られないようロック機 

能付カセットデッキにする。 

� 記録装置はカギのかかる場所に置く。 

� テープを使わない記録装置にする。 
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５５５５....３３３３....    大型店舗大型店舗大型店舗大型店舗のののの防犯対策機器防犯対策機器防犯対策機器防犯対策機器のののの設置例設置例設置例設置例 

ストアセキュリティガイド[11]の中から、大型店舗の防犯対策機器の設置例を示す。

この図から５.１、５.２項で防犯対策として示した防犯カメラ、ドームカメラ、万引

き防止装置などの各種機器が設置されていることがわかる。 

 

         図１９大型店舗の防犯対策機器設置例 
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５５５５....４４４４....    小型店舗小型店舗小型店舗小型店舗のののの防犯対策機器防犯対策機器防犯対策機器防犯対策機器のののの設置例設置例設置例設置例 [図２０] 

ストアセキュリティガイド[11]の中から、小型店舗の防犯対策機器の設置例を示す。 

 

図２０ 小型店舗の防犯対策機器設置例
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５５５５....５５５５....    防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラのののの例例例例    

一般的に店舗で使用される防犯カメラの例とその用途を示す。 

    

①レンズ交換型カメラ 

                          

図２１ レンズ交換型カメラ 

 

 

②昼夜兼用型カメラ 

 

図２２ 昼夜兼用型カメラ 

 

 

③ワイドダイナミックカメラ 

 

図２３ ワイドダイナミックカメラ 

 

 

④モーションディテクタ内蔵カメラ 

 

図２４ モーションディテクタ内蔵カメラ 

 

 

⑤ズームレンズ内蔵カメラ 

 

図２５ ズームレンズ内蔵カメラ 

 

レンズを交換することにより撮影範囲を 

自由に選ぶことができる。 

明るい場所ではカラーで撮影し、暗くなると 

自動的に高感度な白黒撮影に切換わる。 

 

太陽光の入る室内などの明るい所と暗い所を 

同時に撮影できる。 

撮影画像の一部の人の動きを検知して 

自動的に追尾することができる。 

高倍率のズームレンズを内蔵し、旋回台と 

組み合わせて遠隔制御することができる。 

。 
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⑥固定式ドームカメラ 

 

図２６ 固定式ドームカメラ 

 

 

⑦ズーム内蔵ドームカメラ 

 

図２７ ズーム内蔵ドームカメラ 

 

 

⑧屋外用ドームカメラ 

 

図２８ 屋外用ドームカメラ 

 

 

⑨３６０度監視カメラ 

 

図２９ ３６０度監視カメラ 

 

 

 

人にカメラと感じさせないデザインで、撮影範囲、

方向が固定されている。 

 

旋回台とズームカメラを一体化し、ドーム型カバー

に収めて遠隔制御で監視する。 

 

耐候性のある屋外用カメラ。 

 

３６０度の監視ができる。 

天井取付け型もある。 
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５５５５....６６６６....    防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラのののの画像例画像例画像例画像例    ((((１１１１画面画面画面画面)))) [12]  

 

図３０ 画像例（１画面） 

防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラのののの画像例画像例画像例画像例    ((((４４４４画面画面画面画面))))   

 

図３１ 画像例（４画面） 
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５５５５....７７７７....    防犯防犯防犯防犯ミラーミラーミラーミラーのののの例例例例  

 

図３２ 防犯ミラー例 

    

5.5.5.5.８８８８. . . .     万引万引万引万引きききき防止装置防止装置防止装置防止装置（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）        [13]    

 万引き防止装置は商品、物品監視システムでＥＡＳとも言う。  

 ＥＡＳ(Electronic Article Surveillance)は電子的な方法により商品・物品の盗

難＝ロスを防止する装置で、小売サービス業店頭における窃盗犯罪の増加に伴い、そ

の有効な防止手段として導入が急速に進んでいる。 

 ＥＡＳは１９６０年代後半米国で開発された。我国には１９７３年マイクロ波方式

の製品が輸入され、国内第１号機の納入先は衣料品店である。しかし当初１０年程は

日本の国民性からＥＡＳは受け入れられなかったが、１９８２年コンパクトディスク

の発売とともに、音楽産業では万引きが多発し、以来ＥＡＳのニーズが高まった。 

 また、レンタルビデオ店が認可されるとともに、ＥＡＳが常設されるようになり、

また郊外型ドラッグストアの台頭に伴いＥＡＳのニーズがさらに高まった。 

 

５５５５....８８８８....１１１１....    ＥＡＳＥＡＳＥＡＳＥＡＳのののの原理原理原理原理    

 ＥＡＳは、感知ラベルやタグを貼り付けた商品を、レジカウンターで精算せずにア

ンテナを通過したときに警報音を発して、商品の不正持ち出しを防止する機器である。 

 機器の多くは、一般的に左右に配置したアンテナから磁界や電波を放射し、商品に

装着されたタグがそのアンテナ間に入ると、位相のズレ、パルスの発生等が起こり、

このような乱れを受信側のアンテナで検知し警報音を発する。動作方式は総務省発行  

「電波の医用機器等への影響に関する調査報告書」に記載のとおり、電波方式、磁気

方式、音響磁気方式及び自鳴方式の 4 種類に区分される。 
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 図３３ ＥＡＳの原理 

 

①電波方式 

・ ＲＦ方式 

タグはコイルとコンデンサーによって構成され、送信機は８．２ＭＨｚを中心

に前後約５００ＫＨｚの周波数掃引を行っている。タグが接近すると、この電

波と共振し、タグが検出される。送受信タイプ（トランシーバータイプ）では、

電波の送信を間欠的に行い、電波未送信時の電波状況の時間的変化を検出する

ことにより、タグを検出する。使用する周波数帯は１．８ＭＨｚから８．２Ｍ

Ｈｚである。 

・ マイクロ波方式 

タグは、ダイオードとアンテナで構成されており、送信機は２．４５ＧＨｚと

１００ｋＨｚの電波を放射し、タグはこの２種類の電波を合成し再放出する。

受信機はこの合成波を感知しタグを検出する。 

 

②磁気方式 

保持力の非常に小さな磁性材料（軟磁性体）を検出対象とし、それに交番磁界

を掛けることにより発生する連続的な磁化極性の反転により生ずる、パルス状

の磁場の歪みを検出する方式が標準的な構成である。使用する軟磁性体は、鉄

系やコバルト系アモルファスを用いたリボン状の材料が主流である。一部ワイ

ヤー状や薄膜フィルムを使用したものもあるが、使用する周波数帯は２００Ｈ

ｚ～１４ｋＨｚの範囲の交番磁界である。 

 

③音響磁気方式 

タグはアモルファス金属製の薄板が複数枚並行にならべられた構造で、５８ｋ

Ｈｚの電波に共振するように作られている。発信アンテナから電波を非常に短

い不規則な間隔でＯＮとＯＦＦを切り替えて出し、タグは発信アンテナからの

電波を受けて共振し、タグ自ら微弱電波を出力する。この減衰しながら出る電

波を受信アンテナが検出する。 
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④自鳴方式 

アンテナ側のアンテナコイルに電流を流し交流磁場を形成する。この磁場の中

にタグが入ると、電磁誘導によりタグのコイルに誘起した電圧を検出しタグが

警報音を出す。また、タグが警報を発すると同時に、タグから微小磁界を発生

し、それをアンテナ側のアンテナで検出することで、アンテナから警報を発す

る機種もある。使用する周波数帯は２２ｋＨｚ～３７．５ｋＨｚであったが、

近年では８．２ＭＨｚ（電波方式）や５８ｋＨｚ（音響磁気方式）へも拡大し

ている。まとめると表３２のとおりである。 

 

表３２ ＥＡＳのセンサ方式 

アンテナの形態 タグの種類 

センサの 

方式 

周波数 

天井 マット 

ゲー

ト 

ドア フレーム 

ラベル 

（テープ） 

ハード 

ソフ

ト 

ワイヤ

ー 

自鳴 

保護 

ケース 

磁気 200Hz～14kHz － － ○ － － ○ ○ ○ ○  ○ 

RF 1.8～8.2MHｚ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ － 

電波 

マイクロ波 2.45MHz ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ － 

音響磁気 58kHz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 

自鳴 22kHz～8.2MHz ○ ○ ○ － － － － － － ○ ○ 

 

５５５５....８８８８....２２２２....    そのそのそのその他他他他ののののタグタグタグタグ    

 商品価値を損なわせ、万引を無意味なものにするという発想から生まれたタグで、

電源を使用しない。専用の解除機を使用することなくタグを無理に外そうとすると、

商品にキズや汚れがつき、価値を損なわせるもので 2種類ある。 

 

①インクタグ 

無理に外そうとすると内部のインクが飛沫化し、タグを取り付けた衣料品等が

使用できなくなるもの。 

 

②ロック式タグ 

簡易に取り付けられるタグで、無理に外そうとすると商品にキズがつき価値を

損なわせるもの。ラベル（テープ）が貼れない商品、穴があけられない商品に

適している。 
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５５５５....８８８８....３３３３....    ＥＡＳＥＡＳＥＡＳＥＡＳなどのなどのなどのなどの実際実際実際実際のののの配置例配置例配置例配置例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           図３４ ＥＡＳの配置例    

    

◆ ハードタグハードタグハードタグハードタグ／／／／ソフトタグソフトタグソフトタグソフトタグ 

主にピンやケーブルで商品等に取り付け、レジで回収する 

◆ インクタグインクタグインクタグインクタグ 

無理にはずすと商品にインクが飛び散り、商品価値がなくなる 

◆ ワイヤータグワイヤータグワイヤータグワイヤータグ 

糸ファスナー状で商品を傷つけず、タグが目立たない 

◆ ロックロックロックロック式式式式タグタグタグタグ 

無理にはずすと商品を傷つけ、壊す 

◆ ケーブルケーブルケーブルケーブル式式式式タグタグタグタグ 

陳列棚に本体を固定し、ディスプレイ商品につ

いているケーブルをはずすと本体が発報する 

◆ 自鳴式自鳴式自鳴式自鳴式タグタグタグタグ 

無理にはずしたり、アンテナを通過するとタグ本

体が発報する 

◆ ラベルラベルラベルラベル（（（（テープテープテープテープ））））式式式式タグタグタグタグ 

主にシール状になっており、レジにて消去する 

◆ 監視監視監視監視カメラシステムカメラシステムカメラシステムカメラシステム 

EAS と合わせて活用し、死角をなくす 

◆ アンテナアンテナアンテナアンテナ 

レジを通さずに商品を持ち出すと、タグに反応し

て、アラームが発報。アラーム作動時に監視カメ

ラで画像を記録させることも可能。 

◆ タグタグタグタグ解除機解除機解除機解除機 

専用の解除機でタグの無効化、または回収する 

◆ ショーケースショーケースショーケースショーケース用警報機用警報機用警報機用警報機 

ショーケースの扉を開けると警報を発する 

◆ 保護保護保護保護ケースケースケースケース 

メディアソフトをガード。感知タグとの併用でより効果は倍増 
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５５５５....８８８８....４４４４....    業態別利用業態別利用業態別利用業態別利用        

ＥＡＳの業態別の利用割合は表３３のとおりで、ドラッグストア、ホームセンター、

ブランドショップなどが高い利用率である。 

表３３ ＥＡＳ業態別利用割合 

                            業種        浸透率    

書店 △ 

ドラッグストア ◎ 

ホームセンター ◎ 

GMS・スーパーマーケット ○ 

アパレルショップ ○ 

ハイファッション、ブランドショップ ◎ 

スポーツ用品店 ◎ 

AV・メディアソフト店 ◎ 

ディスカウントストア ○ 

百貨店 △ 

家電量販店 ◎ 

カメラ･パソコンショップ ◎ 

コンビニエンスストア △ 

スポーツクラブ △ 

図書館 ○ 

リサイクルショップ ○ 

まんが喫茶、インターネットカフェ ○ 

カー用品店 ◎ 

一般企業（書類・データ管理） △ 

美術館 △ 

福祉施設 △ 

宝飾店 △ 

眼鏡店 △ 

アミューズメントセンター △ 

靴専門店 △ 

玩具 ○ 

文具 △ 

酒屋、リカーショップ ○ 

※ ◎・・・６０％以上  ○・・・３０％以上  △・・・３０％未満 

    

５５５５....８８８８....５５５５....    ＥＡＳＥＡＳＥＡＳＥＡＳ利用利用利用利用のののの問題点問題点問題点問題点    

ＥＡＳの利用は浸透しているものの問題点も多い。最も浸透率が高い業界の１つで
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あるチｴーンドラッグストア協会の調査では、６８社中８５．３％の企業が利用して

いるが、利用していない企業の理由としては「イニシャルコストが高い」「タグの取

り付けコストが要る」などコスト面をあげている。その他にはお客様への信頼など企

業方針を理由としている。 

一方、利用している企業についても万引き防止ゲートを運用する上での問題点とし

て、「タグの取り付けコストがかかる」「タグ本体のコストが高い」などランニングコ

スト面を上げている。 その他「ゲートの誤作動が多い」「イニシャルコストが高い」

「防犯タグが大きく商品への取り付け位置が限られる」などがある。 

防犯タグや取り付け費用などのランニングコストを削減する「ソースタギング（メ

ーカーが商品の製造段階で無線タグ等を商品内やパッケージ内に取り付けておくこ

と）」については、大部分の回答者が「知っている」「聞いたことがある」と回答して

いる。メリットについても、６３企業中５４企業の８５．７％が「ある」と回答して

いる。しかし「ソースタギング」の問題点として、「防犯タグコストの負担方法」「商

品の仕入原価への影響」があげられている。管理面では「レジの消却忘れの増加」、

システム面では「互換性のない防犯システムによる複数の防犯タグの存在」をあげて

いる。 

また、「ソースタギング」に関連して業界には「タグ汚染」という言葉がある。こ

れは、メーカーからタグを有効化して出荷すると、ＥＡＳを導入していない店舗では

無効化できないため、顧客がその商品を持参してＥＡＳを備え付けた店舗に入ると警

報が鳴動し疑われることになり、いやな思いをさせ顧客を失うことにもなるという。 

ＥＡＳがもたらすメリットは大きいが、普及にはコストだけではなくまだまだ解決

すべきハードルが高い。 

 

５５５５....９９９９....    映像監視機器映像監視機器映像監視機器映像監視機器のののの市場動向市場動向市場動向市場動向          [14]    

富士経済の調査によれば、監視カメラ、画像記録装置、画像伝送装置などの映像監

視システム全体の我が国での市場規模は、映像監視ニーズの高まりを受けて２００６

年の実績で総額１,２２３億円、前年比１０．３％増となった。 

このうち、監視カメラはアナログＣＣＴＶ６４６，０００台で前年比６.２％増、

金額は２８３億円で前年比１３．６％増、デジタルＩＰカメラ１１５,４００台で前

年比１９．６％増、金額は５９億円で前年比１１．８％増、合計７６１,４００台で

前年比８％増、金額は３４２億円で前年比１１．３％増である。ＣＣＴＶカメラは中

心市場である従来の流通店舗や一般ビル以外にも、マンション向けなどが伸びてきて

いる。単価は依然落ち込みがみられる。２００７年は郵政特需による８万台を含めて

２２％増の７８．８万台が見込まれている。   

ＩＰカメラは、流通分野やビルなど遠隔監視とホームセキュリティのウェイトが高

くなっている。ＩＰカメラは新規需要の増加傾向は続いており、金融機関でもアナロ

グカメラからのリプレイスが進んでいる。 
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利用シーン別では、店舗のセキュリティ対策としての理由が最も多く、４８．５％

を占め、次がオフィスセキュリティーで２８．９％を占める。 

 

５５５５....１０１０１０１０....    万引万引万引万引きききき防止装置防止装置防止装置防止装置（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）（ＥＡＳ）のののの市場動向市場動向市場動向市場動向        [14]    

富士経済の調査によれば、我が国での市場規模は２００６年実績で９,３１０セッ

ト、１２２億円である。 

市場は流通系ストアを中心に底堅い需要があり、大型ショッピングセンターの新設

なども相次ぎ、ここ最近は順調な伸びを示していたが２００６年実績では、２００５

年実績１０,４３０セットに比較して数量ベースで前年割れとなった。ただ、タグそ

の他周辺機器などの売り上げは好調であったため、金額ベースではほぼ横ばいとなっ

ている。 

メーカー側はＥＡＳそのものの売り込みよりも、ソリューション展開の一環として

サポートサービスへ重点を置く傾向が見られる。２００７年以降は再び市場拡大へ向

かう見込みであるが、単にＥＡＳを売り込む方向性ではなく、あくまでもロス管理を

コアとするものの、ストアの効率運用を重点的に行える有機的なシステム構成を望む

ユーザーが増えていることから、これらをストアソリューションとして上手く展開で

きる企業が実績を上げていくものと見られる。 

 

５５５５....１１１１１１１１....    結結結結びびびび    

万引き、内引きなどの犯罪を防止するための防犯対策機器は、店舗の規模や業態ご

とに異なる。 

 業態別にみると、「防犯カメラ」については、書籍・文具・総合ディスカウントで

１００％、スーパーで８８．５％、医療品で８８．０％などが高い比率で導入してい

る。また「万引き防止装置」については、書籍・文具で９３．８％、医療品で８０．

０％、家電製品で７２．７％などが高い比率で導入している。 

 最も高い比率で導入されている防犯カメラは、わが国の市場規模で言えば、２００

６年実績でカメラ台数７６万台、金額では映像監視システム全体で１,２２３億円、

そのうち店舗のセキュリティに使用されているのが最も多く４８．５％を占める。そ

してカメラ台数は年々大きく伸びている。 

 万引き防止装置（ＥＡＳ）は、２００６年実績で９,３００セット、金額では１２

０億円程度で、セット数は若干の伸びにとどまっている。 

万引き防止装置（ＥＡＳ）が伸びない理由としては、「イニシャルコストが高い」「タ

グの取り付けコストが要る」などコスト面の他、「ゲートの誤作動が多い」「イニシャ

ルコストが高い」「防犯タグが大きく商品への取り付け位置が限られる」などがある。 

 防犯タグや取り付け費用などのランニングコストを削減する「ソースタギング（メ

ーカーが商品の製造段階で無線タグ等を商品内やパッケージ内に取り付けておくこ
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と）」についても、「防犯タグコストの負担方法」「商品の仕入原価への影響」があり、

運用面からは「レジの消却忘れの増加」、システム面では「互換性のない防犯システ

ムによる複数の防犯タグの存在」などの課題がある。 

 これら現状のハード、ソフトの対策だけでは課題もあり、万引き防止の効果的な対

策になり得ないことが判った。    
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第第第第６６６６章章章章    万引万引万引万引ききききＧＧＧＧメンメンメンメン（（（（保安員保安員保安員保安員））））のののの実際実際実際実際    

百貨店、スーパーなどで万引きの予防を行う私服保安員（警備員）は、通称万引き

Ｇメンと呼ばれる。 

長年窃盗犯および万引き犯の取調べに従事した刑事ＯＢである警察庁指定広域指

導官富田俊彦氏や、長年保安業務に従事している万引きＧメンである高栄警備保障

（株）課長宇根喜美代氏に、窃盗犯や万引き犯の下見、服装、表情、行動パターン、

犯行手口などを詳細に聞き取り調査した。 

その調査結果の主要な部分を以下に示す。 

 

６６６６....１１１１....    窃盗犯窃盗犯窃盗犯窃盗犯のののの特徴特徴特徴特徴    

一般に窃盗犯は、事務所あらしや住居侵入など事前に対象物に対し、入念な調査を

行って敢行するという。 

窃盗犯には３原則「安全」「容易」「確実」がある。 

窃盗犯にとって 

「安全」とは、捕まらない。見られない。 

「容易」とは、侵入しやすい。 

「確実」とは、目的が達成できる。（財物を盗むことができる。） 

ということである。 

財物の有無、侵入の容易さ、見られにくさ、逃走の容易さなどの下見を行って、犯

行場所を選択する。 

さらに、実行直前に留守、施錠、侵入口の確認を行い十分な準備の上犯行を行う。 

窃盗犯の一種である万引き犯も、ベテランであれば事前調査を行うことが知られて

いる。 

    

６６６６....２２２２....    万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの特徴特徴特徴特徴    

ベテランＧメンになれば、万引きしそうな人間は入店した瞬間に直感で判るので、

その人間の視線、移動経路、行為などを十分監視し、着手現認（犯行の瞬間を確認す

ること。）を確実に行い、店の外に出た時点で声を掛け盗難品を確認するとのことで

ある。監視追跡はときに２時間にも及ぶこともあるという。 

万引き犯の服装、視線などの特徴や犯行の手口の詳細は、本稿では割愛せざるを得

ないが、一般的に言えば、万引き犯は店員の位置、監視カメラの位置、保安員の有無

などを確認する。 

また、万引きは再犯性の高いのも特徴的である。 
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６６６６....３３３３....    結結結結びびびび    

窃盗犯には３原則「安全」「容易」「確実」があり、財物の有無、侵入の容易さ、見

られにくさ、逃走の容易さなどの下見を行って、犯行場所を選択することがわかった。 

そして、窃盗犯の一種である万引き犯も、ベテランであれば事前調査を行うことが

知られている。 

ベテランＧメンになれば、万引きしそうな人間は入店した瞬間に直感で判るので、

その人間の視線、移動経路、行為などを十分監視し、着手現認（犯行の瞬間を確認す

ること。）を確実に行い、店の外に出た時点で声を掛け盗難品を確認するとのことで

ある。 

万引き犯は店員の位置、監視カメラの位置、保安員の有無などを確認することが多

いという。また、万引きは再犯性の高いのも特徴的である。 

こういったベテランＧメンのノウハウを、万引きを自動的に検知するシステムに活

かすことができないか、研究する価値は大いにあると考えられる。 
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第第第第７７７７章章章章    万引万引万引万引きききき犯犯犯犯のののの行動分析行動分析行動分析行動分析のまとめのまとめのまとめのまとめ    

第２章から第６章までの調査の結果、判明した事実とそれにより得られた知見はつ

ぎのとおりである。 

    

「「「「万引万引万引万引きはきはきはきは重大重大重大重大なななな犯罪犯罪犯罪犯罪」」」」    

万引きの語源は、「まびく」がなまったもの、若しくは「万（よろず、なんでも）」

「引く（盗む）」からきたものなどの説があるが、「窃盗」、「泥棒」などに比べて語感

が軽い。 

統計によれば、万引き犯の検挙人員は１０万人を超え、全刑法犯検挙人員の実に２

８％に及ぶ。このうち、万引きで検挙された青少年は３万人に及びその割合は万引き

検挙者数の２８％になる。 

警察機関並びにセルフ販売を行っている業界団体及び万引き犯罪防止のための全

国団体に直接訪問し調査したところ、万引きは、再犯性が高くかつ犯罪の道に迷い込

む入口になり、また万引きおよび内引きによる経済的損失は、セルフ販売を行ってい

る小売業だけで４，５００億円、小売業全体では１兆円に達するという。 

このように、犯罪抑止の観点からも、経済性の観点からも万引き犯罪を防止するこ

とは重要であるにもかかわらず、警察も専門の組織を持ってはいない。 

また、一般的にも１件の被害額が小さくかつ語感の軽さもあってか、さほど注視さ

れていないのが現状である。 

 

「「「「万引万引万引万引きききき防止防止防止防止のためののためののためののための防犯理論防犯理論防犯理論防犯理論」」」」    

一般に犯罪防止のための理論的根拠となるものに、「防犯環境設計」、「犯罪機会論」、

「割れ窓理論」がある。 

これらの防犯理論は、主として窃盗などの犯罪を想定したものであるが、窃盗の一

種である万引きにも適用できると考えられる。 

物理的な建物や街路の設計に際し防犯性の強い環境を生み出し、利用や管理などを

コントロールすることで犯罪を防止しようとする設計手法である「防犯環境設計」の

理論は、スーパー、コンビニなどの建物および駐車場を含む周辺街路の設計に十分適

用できると考えられる。 

犯罪原因論に替って台頭してきた「犯罪機会論」は、犯罪者は隙を見せなければ犯

行を思いとどまるというもので、例えば最近発生した秋葉原通り魔殺人事件のように、

はじめから逮捕されることを覚悟しているいわゆる確信犯とは違い、窃盗や万引きな

どの犯罪では犯罪機会がなければ犯罪を実行しない。スーパー、コンビニなどに監視

カメラを多数配置し、常時店員がお客にその都度声をかけるなどの注意を払っていれ

ばまず万引きをすることはない。 

秩序違反や軽微な犯罪などを取り締まらず放置すれば、無法者は数を増やし行為を

エスカレートさせ、その一帯の荒廃は確実に進んでしまうとする「割れ窓理論」は、
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万引きに対しても適切に措置しなければやがて大きな犯罪を犯すことになってしま

うことを示唆する。したがって、たとえ少額の万引きであっても、また青少年であっ

てもきちんとした措置をすることが周辺の犯罪を防ぎ、結果として国全体の犯罪総量

を抑制することになる。 

 

「「「「万引万引万引万引きのきのきのきの手口及手口及手口及手口及びびびび対策対策対策対策のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」    

 犯罪の手口の調査やそれに対する防犯設備の開発を行っている（社）日本防犯設備

協会に、直接訪問し調査した。 

 その結果、万引きをはじめとする犯罪防止のための各種の防犯設備や機器が、開発

され設置されており、機器の設置状況は業態ごとに異なるものの、各業態共通に監視

カメラ、万引き防止装置などが高い率で設置されている。そして、これらの機器につ

いてもコスト、運用面で課題があることが判った。 

これらの防犯設備や機器に比べ、実際に最も効果を上げているのが万引きＧメンの

配置である。ベテランＧメンになれば、万引きしそうな人間は入店した瞬間に直感で

判るので、その人間の視線、移動経路、行為などを十分監視し、着手現認（犯行の瞬

間を確認すること。）を確実に行い、店の外に出た時点で声を掛け盗難品を確認する

とのことである。 

しかしながら、万引きＧメンの配置は、対策の中で最もコストがかかりこれ以上の

配置は困難である。 

 

したがって万引犯罪対策は、国全体の犯罪対策としての観点からも極めて重要であ

るにもかかわらず、警察も専門の組織を設置していないことをはじめ、現状のハード、

ソフトの対策だけでは課題も多く、万引き防止の効果的な対策になり得ていないこと

から、今までとは異なる抜本的な解決策が必要であることが明確になった。    
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第第第第８８８８章章章章    不審行動検知不審行動検知不審行動検知不審行動検知システムシステムシステムシステムのののの現状現状現状現状とととと新新新新システムシステムシステムシステムのののの提案提案提案提案    

８８８８....１１１１....    不審行動検知不審行動検知不審行動検知不審行動検知システムシステムシステムシステムのののの研究研究研究研究のののの現状現状現状現状    

窃盗などの犯罪を犯す者の行動は、その犯罪を犯そうとするときもしくはその準備

をするとき、一般人から見て不自然な行動をすることが多い。その不自然な行動を電

子的に検知することができれば、犯罪の予防に利用できる可能性がある。 

しかしながら、現職の警視庁の刑事に直接話を聞くことができたが、「すり」や「痴

漢」を例にとってもその行動は全く異なり、すり専門のベテラン刑事でも痴漢を捕ま

えることはできないという。 

同じ窃盗犯でも「事務所あらし」と「住居侵入」では、その準備行動一つをとって

も異なる。勿論同じ窃盗に区分される万引き犯とは大いに異なることが知られている。 

人間には、いろんな犯罪者の不審行動を直感的に怪しいと判別できる能力が備わっ

ているが、それを電子的に検知するためには、それぞれのケースを分類整理し何が不

審行動であるか犯罪の種類ごとに定義付けシステム化する必要がある。 

 

近時、画像等を用いて、人間の不審行動を検知するシステムの研究が各研究機関か

ら発表され始めているので、研究の現状を調査した。結果の主なものは次のとおり。 

 

８８８８....１１１１....１１１１．「Ａｂｓ．「Ａｂｓ．「Ａｂｓ．「Ａｂｓ手法手法手法手法をををを用用用用いいいいたたたた店舗内店舗内店舗内店舗内におけるにおけるにおけるにおける人物人物人物人物のののの検出検出検出検出」」」」 

[15] 

 この研究は、解像度の悪い一般の監視カメラを用い、店舗内における人物を検出す

るのにＡｂｓ(Analysis by Synthesis)を利用することにより、高い精度で検出する

手法を提案するものである。 

 実験は、１８ｍ×１６ｍの店舗で８台のカメラを設置し人物の位置を検出した。 

検出の平均誤差は、低解像度でノイズの多い状態で３８ｃｍ、ノイズの少ないシミュ

レーション画像では２１ｃｍの結果が得られたとしている。 

 

８８８８....１１１１....２２２２．「．「．「．「レーザスキャナレーザスキャナレーザスキャナレーザスキャナをををを用用用用いたいたいたいた歩容解析歩容解析歩容解析歩容解析にににに基基基基づくづくづくづく非定常歩非定常歩非定常歩非定常歩    

行行行行のののの認識認識認識認識」」」」 [16]    

 この研究は、歩行者の追跡処理、歩容(歩く姿)特徴の抽出処理、非定常歩行の認識

を行うことを提案するものである。 

 歩行者の追跡処理に映像を用いることなく、レーザスキャナを用い計測処理を行う。

レーザスキャナを用いる理由は、駅や空港など観測範囲が広く人が混みあう環境に 

おいても、群衆中の個々の歩行者挙動や行動を、詳細にモニタリングできることを目 



 65 

指すからとしている。 

鉄道駅における実証実験では、通常時で９０～１００％、ラッシュ時でも８０％超

の追跡精度を実現できた。 

そして、追跡できたデータから歩容特徴を抽出し、非定常歩行を認識する手法を提

案し、東京駅で実証実験をした結果、衝突回避などによって歩行を乱した場合を非定

常歩行として検出することが可能となり、その認識率も９８．４％が実現できたとし

ている。 

 

８８８８....１１１１....３３３３．「．「．「．「全方位画像全方位画像全方位画像全方位画像によるによるによるによる例外行動例外行動例外行動例外行動のののの検出検出検出検出」」」」 [17] 

この研究は、３６０度カメラを用い室内で人物の行動を検知し、例外行動を検出す

るシステムを提案するものである。 

人物の追跡は、人物領域の重心位置を追跡することで、人物の位置と姿勢の変化を

行動軌跡とする方法を採用する。 

この方法により、行動中の人物の姿勢の変化を識別できるとし、実際の実験結果か

ら、ほふく前進で入室するような行動を例外として検出できることを確認できたとし

ている。 

    

８８８８....１１１１....４４４４．「．「．「．「カスケードカスケードカスケードカスケード型識別器型識別器型識別器型識別器をををを用用用用いたいたいたいたパーティクルフィルタパーティクルフィルタパーティクルフィルタパーティクルフィルタ    

によるによるによるによる人物三次元追跡人物三次元追跡人物三次元追跡人物三次元追跡」」」」[18]    

 この研究は、視野を共有する複数のカメラを用いて、三次元空間における人物の実

時間追跡を行おうとするものである。 

 照明変動や複雑な背景においても、Haar-like 特徴（統計学習を使って作成した判別

器を用いた物体検出手法で、高速かつ安定した物体検出が可能となる画像処理技術）を用

いたカスケード型 AdaBoost ベース 識別器（AdaBoost とは、ブースティング法の１種で弱

い性能を持った識別器を多数組み合わせることにより、一つの高性能分類機を構成するア

ルゴリズム）を仮説の評価に応用することで、高精度に人物頭部を追跡する手法を提案

した。さらに、人物頭部の各方向に対応した識別器を複数準備し、パーティクルフィ

ルタにより生成される仮説と各カメラの関係に基づいて、識別器適応的に選択するこ

とで追跡と同時に人物頭部の向きを推定するとしている。 

 実験は、室内天井にＩＥＥＥ１３９４カラーカメラを２台設置し、１台のＰＣで処

理し人物頭部の中心が推定できるか確認した。 

 その結果、複数の識別器を仮説とカメラとの関係に基づいて適応的に用いることで

高精度に人物頭部を追跡できるとしている。 
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８８８８....１１１１....５５５５．「．「．「．「長時間長時間長時間長時間のののの監視映像監視映像監視映像監視映像からのからのからのからの非定常非定常非定常非定常シーケンスシーケンスシーケンスシーケンスのののの検出検出検出検出」」」」 

[19] 

 この研究は、映像中に含まれる動物体の軌跡から非定常なシーケンスを識別し、非

定常性の定量的な指標を抽出する手法の提案である。 

 実験は、オフィスの入退室映像を入力として、動物体が出現してから消えるまでの

各シーケンスの識別を行った結果、様々なパターンの人の滞留や複数人の同時通過な

どのシーケンスが、非定常度の度合の高い映像として識別できた。 

 非定常状態として識別されたシーケンスの重心軌跡画像は、警備員と清掃業者のシ

ーケンスとでは大きく異なっているとし、この方法を採用した場合、 

・通常と異なる経路の移動 

・滞留（うろうろ、覗き込み） 

・不審物の持ち込み 

などが検出できる可能性があるとしている。 

 

８８８８....１１１１....６６６６....「「「「映像監視映像監視映像監視映像監視におけるにおけるにおけるにおけるＣＶＣＶＣＶＣＶ実用技術実用技術実用技術実用技術のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」 [20] 

 この論文は、監視カメラを用いその画像処理を行うことにより、侵入監視システム

とエレベータ犯罪検知システムの技術を紹介である。（ＣＶとは、カメラベクトルを

いい、ＣＶ演算を行うことにより画像の３次元解析が可能となる技術） 

 侵入監視システムでは、画像中の動き情報の中から検出できる侵入者とそれ以外の

移動体とで、動きベクトルの分布その他の要因を分離することで人物を検出する方法

を紹介している。 

また、エレベータ犯罪検知システムでは、人物が滞留している状態での挙動分析と

して、加害者が殴る蹴るなどの暴力をふるったり、被害者が抵抗する動きを検出する

技術を紹介している。 

 

これら６つの研究例は、 

●駅構内や店舗内の人物の検出とその人物の位置を計測する研究 

●人の行動のうち、例えば衝突を回避するなど通常の行動と異なる動作、姿勢の変化、

ある場所に滞留するなど非定常行動（例外行動）を検出する研究 

の２つに大別される。 

そして、これらの研究成果をもとに、通常と異なる経路を移動する、又はうろうろ

滞留するなどの定常とは異なる例外行動、即ち非定常行動をする人物を検出すること

により、リアルタイムに不審行動をする人物の検出に利用できる可能性のあることを

示している。 

 さらに、人物行動の過去データを利用して、不審行動をする人物や万引きをする人

物の行動パターンを分類することにより、そのパターンに合致する万引き行動などの
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不審行動を事前検知できる可能性があることを示している。 

 

８８８８....１１１１....７７７７....「「「「人物動線人物動線人物動線人物動線データデータデータデータ分析分析分析分析によるによるによるによる逸脱行動人物逸脱行動人物逸脱行動人物逸脱行動人物のののの検出検出検出検出」」」」 

[ 21] 

小林らは、８.1.４項「カスケード型識別器を用いたパーティクルフィルタによる

人物三次元追跡」の研究により、複数のカメラを用いて人物を高精度に追跡すること

が可能になったことから、実際に店舗において人物の動線データを取得する基本的な

実験を行った。 

そして、取得した動線データを分析することにより、逸脱行動人物の検出を行うこ

との可能性を示した。 

筆者らは、この手法を万引き検出に応用することが可能であるかを小林らと共同研

究することとしたので、大学の構内の店舗で行った「人物動線データ分析による逸脱

行動人物の検出」の研究内容の詳細を以下に説明する。 

(1)(1)(1)(1)    人物動線人物動線人物動線人物動線データデータデータデータ取得実験取得実験取得実験取得実験    

大学の構内の実際の店舗（６ｍ×８ｍ）で、人物動線データを取得し、ある時間帯

の人物動線データ群の人物行動パターン自動分類および逸脱行動人物行動検出の評

価を行い、得られた人物行動パターンを用いて別の時間帯の人物動線データ群から逸

脱行動人物を検出する実験を行った。 

((((２２２２))))    実験結果実験結果実験結果実験結果１１１１    

一人の人物が店舗内を歩行したときの軌跡を取得した結果の例は、図３５、図３６

のとおりである。 

 

       図３５ 歩行軌跡取得例１（一人の例） 

○は３０秒以上人物が滞留した箇所を示す。 
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       図３６ 歩行軌跡取得例２（一人の例） 

    

((((３３３３))))    実験結果実験結果実験結果実験結果２２２２    

複数の人物の長時間（１時間）軌跡例は図３７、３８のとおりである。 

 

       図３７ 長時間歩行軌跡取得例１ 

○は３０秒以上人物が滞留した箇所を示す。 
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       図３８ 長時間歩行軌跡取得例２ 

○は３０秒以上人物が滞留した箇所を示す。 

    

((((４４４４))))    実験結果実験結果実験結果実験結果のののの考察考察考察考察    

 実際の複数の長時間人物動線データ群（図３７、３８）を用いて逸脱行動人物検出・

人物行動パターン分類を行って検出したデータから、逸脱行動の人物検出が可能であ

ることが判った。そしてその中に、レジを通過することなく店舗内をうろうろしてい

る不審人物を自動的に検出している例もあった。 

 

この研究では、人物動線データ群から他の人物とは異なる逸脱行動人物を検出する

手法及び人物行動パターンの自動分類する手法の提案を行った。 

そして、実際の店舗での実験結果から、事前知識を必要とせずに逸脱行動人物の検

出及び人物行動パターンの自動分類を行うことができた。 

 

８８８８....２２２２....    万引万引万引万引きききき検知検知検知検知システムシステムシステムシステムのののの必要性必要性必要性必要性    

８.１.７項の研究で、カメラ用いて店内の人物動線を正確に捕捉することができ、

そのシステムを利用して、他の人物と行動を異にするいわゆる逸脱行動をする人物を

検出することが可能となった。この研究をさらに深めることにより、万引きに適用で

きる可能性があることが判った。 

しかしながら、逸脱行動例えば「長時間同一場所にいる。」「レジを通らないで外へ

出る。」などが即ち万引きといえるかどうか判定することは、万引きＧメンへの調査

からいっても実際の現場では相当の困難を伴っており、これを学習しシステムとして

実用化するにはまだ相当の時間を要すると考えられる。 
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そこで、筆者らは、コンビニ、スーパーなど主としてセルフ販売を行っている商店

での万引きに的を絞って、８.１.７項「人物動線データ分析による逸脱行動人物の検

出」の研究などの成果を活用することにより、事後ではあるが万引きを比較的簡単に

検出できる「万引き検知システム」の提案を行う。 

 

８８８８....３３３３....    新新新新システムシステムシステムシステムのののの提案提案提案提案    

一般に、店舗で万引きを知るのは、棚卸時に売上数量と現在数量に差がある場合で

ある。これを不明ロスとして扱い、もし不明ロスの中に万引きの可能性があると判断

した場合には、蓄積録画されたビデオを検索することにより発見することで犯人を検

出する。 

この作業は、複数のカメラの画像を長時間に亘って検索することになるため、殺人

事件など特殊な事件に関連し、警察などの捜査機関が検索する場合以外通常は殆んど

行われていない。 

 提案するシステムを用いれば、入店から出店までの人物の動線データ（人物の時刻

毎の位置とそれから導かれる行動の軌跡）を、若しくは連続した動線データが取得で

きなくても、人物の位置・時刻を正確に把握できれば、次の手順で万引きの現場と万

引き犯を特定することができると考える。このことは前述の人力でビデオを検索する

作業と同様、事後にはなるがはるかに効率的に万引き犯の検出を行うことができる。 

 万引き犯を特定できれば、その顔を顔認証システムに登録し、次に来店したとき顔

認証システムにより警報を出すことができる。 

実際にコンビニなどには、入口に正面からの顔画像を撮影できる角度でカメラが監

視用に設置されており、そのカメラをそのまま顔認証カメラとして利用できるので実

用性は高い。 

そして、人物の動線データの取得が可能となれば、将来的には特定した万引き犯が

入店から商品を万引きし出店するまでの行動パターンをデータベース化し、カメラの

前で立ち止まるなどの特徴を抽出できれば、そのデータを利用してリアルタイムでの

不審行動の検知が実現できると考える。 

 

本提案による検出の手順は、以下のとおりである。 

① 商品の棚卸時に判明した、不明ロスの商品の品名、数量を明らかにする。（棚卸の

間隔は、通常１週間程度である。） 

② 前回の棚卸時から今回の棚卸時までの間に、不明ロスとなった商品の配置場所と

人物動線データと突き合わせ、その商品配置場所に立ち寄った人物のあった時刻

を割り出す。 

③ 割り出された時刻データを基に、売り上げデータと突き合せ、正規に売上げられ

た時刻データを消し込む。 
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④ 消し込まれた後に残った時刻データを基に、店内に別に設置されたカメラの録画

画像から、その時刻における人物画像と突き合わせ、万引きの有無と犯人を明ら

かにする。 

次に、万引きした可能性の高い人物が特定された場合、以下の手順で将来的には予

知を行う。 

① その人物の入店から出店までの行動履歴（動線データ）から、店内での万引き犯

の行動パターンを収集しデータベース化する。 

② 将来的には、これらの万引き犯の行動パターンデータから、パターンマッチング

などの方法による不審行動検知システムを開発して万引き犯の予知を行う。 

 

この提案システムの有効性に関しては、入店から出店までの人物の位置とその時刻

を、正確に把握することが可能であるかどうかが、重要な要素となる。 

 人物の位置を把握するための方法としては、各種方法が考えられるが、本研究では 

① カメラによる方式 

② 赤外線センサによる方式 

の２つの方式について研究を行う。その詳細を９章、１０章に記載する。 

    

８８８８....４４４４....    結結結結びびびび        

窃盗などの犯罪を犯す者の行動は、その犯罪を犯そうとするときもしくはその準

備をするとき、一般人から見て不自然な行動をすることが多い。その不自然な行動を

電子的に検知することができれば、犯罪の予防に利用できる可能性がある。 

近時、画像を用いて人間の不審行動を検知するシステムの研究が、いろいろな研究

機関で研究され発表され始めてきた。 

これらの研究の多くは、 

①駅や店舗内出の人物の検出とその人物の位置を計測する研究 

②人の行動の例外行動、例えば人物の姿勢の変化や大きく動く動作や滞留する、 

などを検出する研究 

の２つに大別される。 

これらの研究成果から、通常と異なる経路を移動する、うろうろ滞留するなどの定

常と異なる例外行動、即ち逸脱行動をする人物の検出する技術は、過去データを使用

して逸脱行動人物の行動パターン分類や、リアルタイムに逸脱行動人物の検出に利用

できる可能性のあることを示している。 

一方、画像を利用した不審人物検知・不審物検知システムは、特にテロ対策に有効

な手段になりうるとして、国の後押しもあることから急速に進歩してきた。 

画像を利用した簡単なシステムでは、「置き去り検知」や「置き引き検知」がある。

このシステムは前後の画像を比較することにより、「置き去り検知」や「置き引き検
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知」をするもので、例えばバッグ、爆発物などが置き去りにされた場合、検出して警

報を出すことができる。 

さらに高度なシステムとしては、顔認証、歩容認証システムなど画像を利用した不

審人物検知などがある。 

そして、これらのシステムを組み合わせることにより、一般と異なる行動をする人

物を、非定常行動あるいは逸脱行動をする人物として検出することが可能となりつつ

ある。 

 

しかしながら、非定常行動あるいは逸脱行動を即ち「万引き」としてシステムで判

定することは、実用レベルに達するにはまだまだ相当の時間を要すると考えられる。 

そこで、スーパー・コンビニなど主としてセルフ販売を行っている店舗での万引き

に的を絞って、事後ではあるが万引きを比較的簡単に検知できる新しいシステムの提

案を行った。 

 提案する『万引き検知システム』は、入店から出店までの人物の動線データ(人物

の時刻毎の位置とそれから導かれる行動の軌跡)、若しくは動線データの取得にまで

至らなくても、人物の位置・時刻を正確に把握することが可能であるとすれば、人物

の位置・時刻データから商品の棚卸時に判明した不明ロスの商品の配置場所に立ち寄

った人物の時刻を割り出し、売上げデータと突き合せることにより、正規に売られて

いないことを判定するもので、万引きの事実と万引き犯を特定することが比較的簡単

にできると考える。 

そして将来動線データの取得が可能となれば、特定できた万引き犯の行動パターン

を分析し、その知見をパターンマッチングなどの方法により、リアルタイムでの予知

できる可能性があると考える。 

 

この提案システムの有効性に関しては、入店から出店までの人物の位置・時刻デー

タを、正確に把握することが可能であるかどうかが、重要な要素となる。人物の位置・

時刻と動線を把握するための方法としては、第９章、第１０章で 

① カメラによる方式 

② 赤外線センサによる方式 

の２つの方式について研究を行う。 
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第第第第９９９９章章章章    カメラカメラカメラカメラによるによるによるによる人物追跡人物追跡人物追跡人物追跡 

第８章で提案した新システムが有効に機能するためには、入店から出店までの人物

の位置・時刻と動線を正確に把握することが必要である。 

そこで、８.１.７ 項の研究成果を利用して、東京大学、三菱電機(株)、綜合警備

保障（株）と共同で複数のカメラにより実際のコンビニの店舗で、人物の位置・時刻

データを取得し、それを連続することにより動線データを取得する実験を行った。 

９９９９....１１１１....    実験実験実験実験システムシステムシステムシステム    

実験は、精度を上げるため、図３９のとおりカメラで店舗内（１４ｍ×１１ｍの長

方形）をくまなく撮影できるよう１０箇所に高機能なカメラを配置した。 

さらに、カメラの補助としてレーザレーダセンサを２箇所に設置した。 

 

 

                                        図３９ 実験システム 
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９９９９....２２２２....    実験結果実験結果実験結果実験結果    

９９９９....２２２２....１１１１．．．．入店人物動線入店人物動線入店人物動線入店人物動線データデータデータデータ処理処理処理処理    

実験は半年にわたって行った。この実験システムは、人間の顔を検出して人物の位

置・時刻データを取得し、同一人物判定をしながら追尾することにより人物動線デー

タを取得する方式である。   

現状では髪の長い女性の場合など顔の向きによっては、見失って連続して取得でき

ないケースがあり、実験を行った長時間の平均的な補足率は９０％程度であった。 

  連続して取得できない場合でも、店舗内を歩行する人物の映像がほぼ確実に複数の

カメラにより撮影されており、各カメラのキャリブレーション情報（カメラの位置、

向きなどの情報）を利用して、映像内の人物位置情報を店舗内の位置にマッピングは

出来ているので、これらの不連続な点と線を映像を見ながらつなぎ合わせ、一本の動

線にすることが可能であることが実験により確かめられた。 

この方法により、ある日の８：００～９：００の人物動線データを、監視カメラの

映像を人の目で見て確認しながら線をつなぎ合わせた結果を図４０に示す。 

 この１時間に入店した人数は、入店してすぐ出た人を除いて２３６名であった。 

 なお、図４０では一人一人の動線について、入店時は青色、途中は緑色、出店時は

赤色と区分してカラーで表示した。   

それによれば、この店舗では入店後反時計回りに動くものが多いことが判る。 

 

注：カメラのキャリブレーション情報とは、 

① カメラの位置・姿勢――外部パラメータ 

② カメラの焦点距離、レンズの歪み、投影面の傾き――内部パラメータ 

をいい、この情報を利用してカメラの画素座標と実世界座標との関係を対応付ける

ことができる。 
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注 ●は人物の滞留箇所(１０秒以上) 

           図４０ 入店者動線データ 

    

９９９９....２２２２....２２２２....    ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ附近附近附近附近にににに立立立立ちちちち寄寄寄寄ったったったった人物動線人物動線人物動線人物動線データデータデータデータ    

図４０のデータから、ＡＴＭ附近に立ち寄った人物動線データを抽出すると図４１

のとおりとなる。さらにその詳細図である図４２から、この１時間に１５名がＡＴＭ

附近に立ち寄り、この内ＡＴＭを利用したのは１名であることが判る。また入店後他

に回らず直接ＡＴＭ附近に立ち寄ったものは、１５名中１１名であったことが判る。 
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注 ●は人物の滞留箇所(１０秒以上) 

図４１ ＡＴＭ（入口の左側）利用者動線データ 

 

図４２ ＡＴＭ（入口の左側）利用者動線詳細 
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９９９９....２２２２....３３３３....    立立立立ちちちち読読読読みしたみしたみしたみした人物動線人物動線人物動線人物動線データデータデータデータ    

図４０のデータから、入り口から向かって右の雑誌売り場で本を立ち読みした人物

動線データを抽出すると、図４３のとおりとなる。さらにその詳細図である図４４か

らこの１時間に１２名が立ち読みし、そのうちレジに立ち寄った者は８名であること

が判る。 

    

    

注 ●は人物の滞留箇所(１０秒以上)  

図４３ 立ち読み者（入口の右側）動線データ 
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図４４ 立ち読み者（入口の右側）動線詳細 

 

９９９９....３３３３....    結結結結びびびび    

店内での不審行動（非定常行動）を検知するためには、入店から出店までの人物の

行動軌跡を正確に把握する必要があるが、この実験システムは、人間の顔を検出して

追尾することにより人物動線データを取得する方式で、現状では髪の長い女性の場合

など顔の向きによっては、連続して取得できないケースがあり、９０％程度の捕捉率

であった。 

連続して取得できない場合でも、店舗内を歩行する人物の映像がほぼ確実に複数の

カメラにより撮影されており、各カメラのキャリブレーション情報（カメラの位置、

向きなどの情報）を利用して、映像内の人物位置情報を店舗内の位置にマッピングは

出来ているので、これらの不連続な点と線を映像を見ながらつなぎ合わせ、一本の動

線にすることが可能であることが実験により確かめられた。 

しかしながら、現状の実験システムの処理アルゴリズムでは、人物の位置・時刻デ

ータは取得できるものの、まだ完全に連続した動線を取得するには至っていないこと

と、位置・時刻についても取得に時間がかかり、リアルタイムには捕捉できていない

ことが課題である。 

今後は、処理アルゴリズムを進化させることにより、確実に連続して追尾すると共

に、処理スピードを上げリアルタイムに動線データまで取得できるようさらに研究を

進める必要がある。    
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第第第第１０１０１０１０章章章章    赤外線赤外線赤外線赤外線センサセンサセンサセンサによるによるによるによる人物追跡人物追跡人物追跡人物追跡    

第９章カメラによる方式は、画像認識技術を用い複数のカメラで顔などの座標を認

識して人の位置を割り出す方式で、精度の点で優位である。ただし、通常の監視カメ

ラのほかに位置検出用のカメラが多数必要となるので、コスト、店舗の形状や顧客へ

の配慮（心理的プレッシャー）から、多くのカメラを配置できないケースが多いと考

えられる。 

また、現状の実験システムの処理アルゴリズムでは、まだ完全に連続した人物動線

を取得するには至っていない上、動線を連続にするため人手がかかり、位置・時刻デ

ータの取得そのものに実時間以上の時間が掛かることが大きな課題である。 

 

一方、赤外線センサ方式は、赤外線センサを通路の天井に線状、面状に周期的に配

置し、各センサ出力の時間変化から人の位置と移動を検出するものである。人の検出

精度は通路に設置するセンサ間隔によって決まりコストに影響するが、回路が単純な

のでカメラシステムよりも低コストになると考えられる。また、センサは小さくて目

立たず、顧客への心理的プレッシャーにはなり難い特徴がある。 

そこで、以下赤外線センサによる方式について検討した。 

  

１０１０１０１０....１１１１....    赤外線赤外線赤外線赤外線モーションセンサモーションセンサモーションセンサモーションセンサのののの原理原理原理原理    

強誘電体が赤外線を受けると、その熱エネルギーを吸収して自発分極に変化を起こ

し、その変化量に比例して表面に電荷が励起される現象を焦電効果と言う。 

焦電型赤外線センサは、この焦電効果を利用して人体などから発せられる僅かな赤

外線を図４５のとおり鋭く検知する。 
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図 ４５ 焦電効果の動作原理 

焦電型赤外線センサは、周囲と温度差のある物体（人）が動く際に起こる赤外線エ
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ネルギーの変化を図４６のとおり検出するため、体温を持つ人体を検出するのに最適

である。 

動き

センサ

赤外線

温度差

動き

センサ

赤外線

温度差

 

図４６ モーションセンサの原理 

 

よく利用されるエレメントタイプとして、デュアル型とクワッド型がある。デュア

ル型モーションセンサは、焦電素子の両面の自発分極に伴って生じる電荷の不均衡を

焦電電流として検出し、高入力インピーダンスＦＥＴで増幅することによって最終的

に電圧出力を得る。クワッド型モーションセンサは２つのデュアルエレメントを組み

合わせた２出力タイプであり、前者よりも高性能である。 

現在、様々な製品に搭載されており、例として、エアコン、テレビなどの家電機器

や会社や学校のトイレや廊下にある照明機器、またテーマパークでの自動案内などが

挙げられる。いずれも省エネルギー対策として広く使われている。 

本研究では、本格的な測定実験に入る前にメーカーの異なる様々な赤外線モーショ

ンセンサを入手し、性能を調査した。 

はじめに、日本セラミックの焦電型赤外線検出器（ＲＥ８１４Ｓ）を用いて検知エ

リアの確認を行ったが、検知エリアが広すぎて経路検出にはそのままでは不適であっ

た。そのため上記センサと適合するフレネルレンズを利用して視野角制限を行い、エ

リアを狭め、天井に複数個並べることを考えた。しかし、実際にはフレネルレンズ１

種類では、定められた視野角制限しか出来ず、調節が困難であった。 

一方、松下電工の焦電型ＭＰモーションセンサ NaPiOn は、レンズの一部分にマス

ク（円筒状のシールドなどで赤外線が入らないようにする）を施すことでエリアの調
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節が可能であった。本研究ではむしろ検出範囲を制限して用いる必要があり、以降は

この製品を採用して研究を行うこととした。 

しかも、NaPiOn はアンプ内蔵型で回路すべてがコンパクトに収められているため、

天井に複数個並べるには最適である。 

 

１０１０１０１０....２２２２....    赤外線赤外線赤外線赤外線センサセンサセンサセンサ方式方式方式方式のののの検討課題検討課題検討課題検討課題                                                                                

８．３項で提案した新システムに赤外線センサを利用するためには、 

（１）ある時間ある位置に人物がいたがどうかを確実に検出できること 

が必要である。また、 

（２）検出範囲には最適値が存在する（大きすぎても小さすぎても不可） 

ため、検出範囲を設定できることが望ましい。 

更に、次なる課題として人の動きを追跡するためには、 

（３）対象となるエリア内で連続的に検出できること 

が求められる。 

（４）複数の人達が混在する状況でそれぞれの人の動きを独立に追跡する 

ことも重要である。 

 これらの課題を実現するために、本研究は次項以降に述べる実験的検討を行った。 

具体的な検討内容は、以下の通りである。 

１０．３ センサによる人検知アルゴリズム 

１０．４ センサ検出範囲の制御 

１０．５ 複数のセンサによる動線検出実験 

１０．６ 静止時の対策 

１０．７ 複数人の動線検出方法 

 

１０１０１０１０....３３３３....    センサセンサセンサセンサによるによるによるによる人検知人検知人検知人検知アルゴリズムアルゴリズムアルゴリズムアルゴリズム    

人が検知エリアに居る/居ないを確実に検知することが最初の課題である。ここで

は赤外線焦電センサとして NaPiOn を１個使用して、ピンポイントの範囲に出入りす

る人の検出を検討した。センサは、図４７のように床高約２．５ｍの天井に設置し、

歩行速度を変化させながら水平方向に人が移動したときの検出電圧波形を記録した。 

焦電素子には複眼状のレンズが装着され、僅かな移動が赤外線量の大きな変化とな

る。また、焦電センサは赤外線の変化量に比例した電圧を生じる。図４８の電圧波形

は、これらの効果により生じたものである。 
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図４７ 実験系の構成 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

図４８ 焦電センサ単体の検出波形 

  

 

この特性からエリア内外判定をするために、定常時電圧を中心にマイナス値をプラ

ス値に置き換える。（図４９） 
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図４９ 変換後の検出波形（①） 

 

次に、図５０のフローチャートにより検出エリア内外判別を行う。ここで、A(t)は

センサ出力電圧である。NaPiOn の検出範囲内における応答の特徴は電圧の急速な変

化である。それを居る/居ない（これを１/０とする）に変換するために、以下の処理

を施す。 

（１） A(t)の微分値を抽出し、その絶対値を求める。 

（２） 電圧にしきい値（ここでは０．４V）を設け、コンパレータでバイナリー値に 

する。 

（３） 値が１である時間の前後０．５秒間は全て１（存在）に変換する。 

（１）で微分しているのは、図４９において通過後に生じる電荷の放電の影響を除

くためである。（３）は、飛び飛びとなってしまう検出結果を連続値にする処理であ

る。 

０．５秒という値は、実験結果から求めた。短すぎると連続性が失われ、長すぎる

と検出エリア端を通過する時間の誤差が増えてしまう。 

（１）の０．４Vも実験結果から定めた。大きすぎると検出漏れが生じ、小さすぎ

るとノイズに反応してしまう。 
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      図５０ 検知エリア内外判定のフローチャート 

図５０のフローチャートに基づき検知エリア内外判定を行った結果、図５１に示す

ようにエリア内外を確実に識別することができた。ただし、エリア内と判定された範

囲は、理論上の検知エリアに対して、入る時が２７％、出る時が２０％広くなってい

た。より正確な判定を行うには測定結果にこの補正を施せばよいと考える。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

    

図５１ 変換後の検出波形（②） 

次に、その結果をもとに２個のセンサで人の動線検出について検討した。センサの

間隔は１６０ｃｍとした。結果を図５２に示す。両センサのエリア端がほぼ接する位

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17

時間(sec)

電
圧

(
V
)

0Vが理論上の検知エリア 判別処理後のエリア推定結果



 85 

置関係となっており、精度の高い位置ならびに移動軌跡の推定を行えることが判った。  

 

図５２ ２個のセンサによる動線検出    

１０１０１０１０．．．．４４４４．．．．センサセンサセンサセンサ検出範囲検出範囲検出範囲検出範囲のののの制御制御制御制御    

 前項では、 NaPiOn 単体による人体の検出範囲を評価したものであるが、本応用で

は、検出範囲と位置推定精度に密接な関連があり、既に述べたように検出範囲の最適

化も重要な課題である。 

検出範囲を調整するために、ここでは図５３に示すように紙筒を利用してセンサの

視野を制限した。Ｔが筒の長さである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図５３ センサ及び紙筒の寸法 
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紙を用いた理由は、赤外線の透過や反射を抑えるためである。例えば金属を用いた

場合は、筒内面での反射によって、視野を狭めることが難しい。紙の色は白と黒とを

試行したが、大きな差異は認められなかったので、ここでは白ボール紙を使用した。 

図５４に、筒の長さと計算により求めた検出範囲（理論値）と実際の検出範囲（実

測値）との関係を示す。 
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       図５４ 検出範囲の理論値と実測値 

 

実測値がやや広めに出る原因は、第一に計算値（理論値）は赤外線を放射している

人の各部（手や頭）の厚みを考慮していないためである。第二は検出電圧に現れる振

動波形を平滑化するための低域通過動作により検出範囲の広がりが生じてしまい、そ

れは検出範囲が狭いほど相対的に顕著に現れてしまうためである。以降は実特性を重

視して、検出範囲としては実験値を用いることとする。 

 

１０１０１０１０....５５５５....    複数複数複数複数ののののセンサセンサセンサセンサによるによるによるによる動線検出実験動線検出実験動線検出実験動線検出実験    

２個のセンサにより、人物の移動軌跡の推定が可能であることがわかったので、次

に多数のセンサによる動線検出実験を行った。実験は電気通信大学の西６号館７０５

号室において行い、コンビニの店舗を想定して、図５５、５６のとおり中央に３．６

×０．９ｍの机を２台設置した。センサは計２２個を各々の検知エリアが室内全体を

網羅するように、高さ２．６ｍの天井に設置した。 

本実験では、部屋の広さ、測定コース長、準備したセンサの数、天井の構造（９０

ｃｍ角のパネル）を考慮して、センサ間隔は９０ｃｍとした。人の位置検出精度も同

程度（９０ｃｍ）となる。必要な精度（どの品物の前にいたか：数十ｃｍ～１ｍ程度）

としては妥当と考える。 
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図５５ センサ配置図 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

図５６ センサ設置写真    

    

１０１０１０１０....５５５５....１１１１．．．．    実験実験実験実験システムシステムシステムシステム    

実験は、天井に等間隔に設置した焦電センサアレーを縦続接続し、マイコンで制御

することで、人が通過する際の赤外線の検出結果を元に移動経路を把握する。 

本システムの特徴は、複数個センサを天井に設置するにあたり、配線の量を減ら

すために、回路に工夫を施しバスラインで接続している点である。また、複数個セン

サの動作を制御させるために、ＰＩＣマイコン（ＰＩＣ１６Ｆ８７３）を使用し、Ｐ

Ｃにデータを出力させた。図５７、５８に回路のブロック図と試作機の外観を示す。 
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図５７ 回路のブロック図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５８ 実験装置(左:ＰＩＣマイコン、右:センサ回路) 

センサを順次切替えるために、センサ回路にはＤフリップフロップによるシフトレ

ジスタとアナログマルチプレクサを組み込んだ。ＰＩＣおよびセンサ間は５本のバス

ラインで接続されている。（電源、グランド、初期化パルス、クロックパルス、セン

サアナログ出力）ＰＩＣから送出された初期化パルスで、まず１番目のセンサが起動

する。ＰＩＣが送出するクロックパルスでセンサは順次切り替わって行く。センサ出

力はＰＩＣのＡＤ変換器でディジタル信号になり、当該センサＩＤ番号とセットで、

シリアルケーブルを介してＰＣに情報が転送される。測定時間（周期）は１サンプル

（１つのセンサの１回の測定）あたり約２ｍｓである。 

 本実験では１１個のセンサを２系列配備しているので、データサンプリングの間隔

は２２ｍｓ余りとなる。焦電センサの出力電圧変化は０．５ｓ周期程度なので、十分

に追従できるサンプリング速度である。 
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１０１０１０１０．．．．５５５５．．．．２２２２．．．．    直線歩行測定結果直線歩行測定結果直線歩行測定結果直線歩行測定結果    

被験者は、図５５の水色矢印の経路で通常の速度で歩行し測定した。この実験では、

センサの検出範囲を若干狭くするため、長さ２．５ｃｍの紙筒をセンサに装着して行

った。測定結果は図５９のとおりで、時間の経過とともに順次センサ出力があること

が判る。 

 

図５９ 測定結果(アルゴリズム処理後) 

この結果より、検知エリアと検知結果の関係を視覚的に表現したものが図６０であ

る。誤差はあるものの、経路検出の基本的動作を確認することが出来た。なお、検知

誤差は、手の位置、センサの方向ずれなどが原因と考えられる。 
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図６０ 測定結果の視覚化 
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１０１０１０１０．．．．５５５５．．．．３３３３．．．．    曲線歩行測定結果曲線歩行測定結果曲線歩行測定結果曲線歩行測定結果    

次に、１０．５．２項以外の各種移動経路でも正しく検出できるか確かめるために、

２つの新たな移動経路について同様の測定を行った。センサ回路の配置は図５５と同

じとし、移動経路は図６１、６２のとおり。 
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図６１ 経路１ 
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          図６２ 経路２ 

 

両歩行パターンの測定結果に対し、前の実験と同様の識別アルゴリズムを適用させ、

図６３、６４の結果を得た。 
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図６３ 経路１の測定結果 
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図６４ 経路２の測定結果 

 

この結果より、異なる経路を取った場合でも移動経路が検出できることが確認でき

た。しかし、実際には人がセンサの下を歩いていないにもかかわらず隣接したセンサ

がエリア内であると誤判定するケースもあった（図中の点線丸印）。そこで検出範囲

を狭めるため、図６５に示すように、センサに装着する紙製の筒をＴ=２．５ｃｍか

らＴ=４ｃｍに変更すると、図６６、６７の結果が得られた。 
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図６５ センサに装着する筒の構造 
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図６６ 筒変更後の経路１測定結果 
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図６７ 筒変更後の経路２測定結果 
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検知範囲がより狭まった結果、隣接するセンサも検出してしまうケースがなくなっ

た。しかし、検出範囲が狭すぎてセンサのほぼ真下を通っているにもかかわらずエリ

ア内と判定していないケースが発生した（図６７のセンサ①）。センサの検知範囲の

調整には、高い精度が必要であることがわかった。 

    

１０１０１０１０．．．．６６６６．．．．    静止時静止時静止時静止時のののの対策対策対策対策 

本研究で使用している焦電センサは赤外線エネルギー量の変化分を検出するため、

検知エリア内で人が静止してしまうと検知できない。 

そこで、静止時間帯のある動線検出実験を行った。実験は、図５５と同じセンサの

配置とし、⑨のセンサ下で静止し測定を行った。はじめは、⑨の真横の机に商品を置

き（図６８の楕円印）、商品を選びながら図６８のとおり歩行した。次に商品と同じ

位置に雑誌を置き、その地点に到達した後しばらく立ち読みをしてから図６８のとお

り同じ経路を歩行した。⑨における滞留時間は商品を選択した時は約１５秒、立ち読

み時は約１０秒である。これらの結果を図６９、７０に示す。 
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        図６８ 商品配置と歩行経路 
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図６９ 商品を選択した時の測定結果（静止時間１５秒） 
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図７０ 立ち読み時の測定結果（静止時間１０秒） 

 

この結果より、静止中はエリア内であるにもかかわらず非検出となっていることが

分かる。 

そこで非検出問題を測定後のデータ処理によって解決すべく、図７１のアルゴリズ

ムを考案した。即ち、あるセンサの検知エリアに「いる」から「いない」へと判定が

変化した時、周囲のセンサの検知エリアでも「いる」と判定されない場合は「静止中」

と判断し、この期間も連続して「いる」とする。このアルゴリズムを実行することで

図７２、７３のように静止中の非検知問題を解決する結果が得られた。 
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図７１ 静止判定フローチャート 
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図７２ 商品を選択した時の静止判定後結果（静止時間１５秒） 
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図７３ 立ち読み時の静止判定後結果（静止時間１０秒） 

 

１０１０１０１０．．．．７７７７．．．．    複数人複数人複数人複数人のののの動線検出動線検出動線検出動線検出方法方法方法方法 

赤外線検出法では、無線によるＩＤ受信と異なり人物を特定できないので、対象が

複数人のときには追跡する上での工夫が必要である。 

図７４は、図５５と同じセンサの配置で２人の歩行者がいる場合の測定を行った例

である。１人は図５５中のＳＴＡＲＴ→ＥＮＤ、もう１人はＥＮＤ→ＳＴＡＲＴの経

路を取り、ほぼ同速度で歩行しながら⑨付近ですれ違った。 
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図７４ ２人歩行時の測定結果 
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図７４から２人が交差した様子が見てとれるが、もしかしたら出会った後お互い引

き返したかもしれない。その違いは本装置構成では求めることが出来ない。複数人の

動線検出を行うためにはこの問題を解決する必要がある。 

その対策としてセンサの設置間隔を狭くし位置の解像度を高める方法を検討した。

本システムを適用するコンビニやスーパーでは、通路における交差が問題となる。 

ここでは、通路を一般のコンビニに合わせ１．５ｍ、センサの設置間隔は当初の約

半分の５０ｃｍとし、図７５に示すように通路に２列のセンサを配置した構成をモデ

ルとした。検知エリアを狭くするため、センサの指向性を制限する紙筒の長さは４ｃ

ｍとした。図７６に実験様子を、図７７に実験結果を示す。 

 

NaPiOn
・・・

・・・

50cm

50cm

50cm 150cm

陳列棚

4 123

4 123

NaPiOn
・・・

NaPiOn
・・・

・・・
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50cm 150cm

陳列棚

4 123

4 123

 
         図７５ ２列のセンサ配置図 

 

センサ回路センサ回路

 

          図７６ 実験の様子 



 98 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

時間(sec)

検
出
し
た
セ
ン
サ
I
D
と
検
出
時
間

8

9

5

4

1

2
3

10

11

6

7

8
9

5

4

1

2
3

10

11

6
7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

時間(sec)

検
出
し
た
セ
ン
サ
I
D
と
検
出
時
間

8

9

5

4

1

2
3

10

11

6

7

8
9

5

4

1

2
3

10

11

6
7

 

        図７７ センサを２列配置時の測定結果 

 

図７４と図７７を比較すると、各人が歩いた経路に該当するセンサのみが反応し、

隣接するセンサは検知範囲とならないことが確認された。 

この結果より、センサの検知範囲をさらに狭め、設置間隔を狭くして店内の通路に

２列配置することで、反応するセンサが限定される(２列両方のセンサは反応しない)

ため、２人移動経路がそれぞれ把握できるということが示された。 

この実験では、店内の陳列棚間隔は１．５ｍとしたが、これは広い方で実際にはも

っと陳列棚を狭く設置している店舗もある。例えば、陳列棚が１ｍ以下の間隔である

通路に２列設置したときのセンサの設置間隔や筒の高さについての最適化は、詳細な

検討が必要である。２人が通路中央を歩いて近づき、すれ違い時によけるといった経

路など、各種の状態を正しく検出できるかは今後の検討課題である。 

    

１０１０１０１０....８８８８....    結結結結びびびび    

赤外線センサによる人物追跡は、カメラによる方式に比較してコスト、設置の簡便

さなどから優位である。    

 本研究では、赤外線焦電センサとして各種メーカのセンサを比較した結果、検知エ

リアが適当であること、回路のコンパクトで天井に設置するに最適であることから、 
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NaPiOn（松下電工製）を選択択し、システム検討を行った。 

 最初に、NaPiOn単体の検出特性を測定し、本研究に適した検出アルゴリズムを考え

た。 

次に、複数センサからの出力を個別に配線することは実用的ではないことから、各

センサをバスラインで接続するための回路を設計・製作し、コンビニ店舗を想定して

大学内の実験室の天井に設置し、人物動線検出実験を行った。 

実験の結果、センサの下を通常の速度で歩行した場合、歩行経路に関係なくほぼ正

しく検出できることが確認できた。一部センサの下を歩行した場合、隣接したセンサ

が出力するケースがあったが、センサの検出範囲を狭めることにより誤検知がなくな

った。 

しかし、逆にあまり狭くすることにより、検知できなくなることもあり最適値を選

ぶ必要があることが判った。 

 

本研究で使用している焦電センサの特性として、検知エリア内で人が静止した場合

は検知することができない。静止した人物を検知するため、隣接する周囲のセンサと

の組み合わせアルゴリズムを考え、実験したところ解決できることが確認できた。 

 

また、複数の人物の動線検出についても実験したところ、定速歩行については検出

できることが判った。 

さらに、複数人の同時歩行時の精度を上げるため、センサ間隔を狭くすることによ

り解像度を高める方法を検討し実行した結果、実験で設定した歩行ルートでは複数人

の移動経路が正しく検出できた。 

 

赤外線センサによる人物追跡については、センサの設置間隔により人物位置の検出

精度が決まることになる。８.３ 項の提案システムに利用するには、特定の商品の位

置をピンポイントではなくその周辺にいる人物を検索することになるため、実用上は

３０～４０ｃｍ間隔程度が適当と考えられる。 

実験では、５０ｃｍ間隔まで狭くして位置検出ができたが、さらに設置間隔を狭く

した場合の実証実験をする必要があるものの、本研究の方式によりほぼ実用可能であ

ると考えられる。 

今後は、動線を連続的に平面上に図示するソフトの開発と、実際の店舗で実証実験

を行う必要がある。 
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第第第第１１１１１１１１章章章章「「「「新新新新たなたなたなたな万引万引万引万引きききき検知検知検知検知システムシステムシステムシステム」」」」有効有効有効有効性性性性のののの評価評価評価評価    

第９章カメラによる人物追跡技術、第１０章赤外線センサによる人物追跡技術によ

り、２つの技術ともにある場所に人がいる時刻を求めることができるようになった。 

そこで本章では、これらの検出技術で得られた人検知データを利用して、８.３ 項

で提案した手順で万引を検出する場合に要する時間について試算する。 

    

１１１１１１１１．．．．１１１１．．．．    評価式評価式評価式評価式    

まずパラメータを以下に設定する。なおここでは万引きされた商品は１種類として

いるが、多品種の場合は、単品のチェックに要する時間に品数を掛ければよい。 

・当該商品購買あるいは万引き時の滞留時間 T1 

・購買しない客の通過時間         T2 

・当該商品の購買＋万引き数        N1 

・当該商品の前を通過する人数/日      N2  （購買者を除く） 

 これらのパラメータに基づき算出される１日当たりの録画チェックが必要な時間

を推計する。 

購買（＋万引き）と通過両方の場合における録画をチェックする時間 T0は、 

 

         T0＝T1×N1＋T2×N2             （１１．１） 

 

一方、購買（＋万引き）だけの場合に限り、通過客は無視することにすれば録画

をチェックする時間 T0’は、 

 

         T0’＝T1×N1                 （１１．２） 

となる。 

 

１１１１１１１１．．．．２２２２．．．．    評価結果評価結果評価結果評価結果    

第９章で実験を行った店舗において、最も来店者数の多い時間帯である朝８時か

ら９時の間の来客数が得られている。その値を１０倍すれば、ほぼ１日の人数に当

たると仮定し、実験で得られたデータから次の手順で推定する。 

図４０から、この１時間の来店者数２３６名のうち、商品を購入してレジに行っ

たのは４０名程度であり、このうち或る商品またはその近くの商品に限れば１０名

程度が購買者数の最大値、また当該商品の前を通過した人数は２３６名の内、１０

０名程度が最大値と推定できる。 

これらの推定値を１０倍して N1＝１００人、N2=１,０００人、そして、T1=１０
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秒、T2=１秒として推計する。 

購買（＋万引き）と通過両方の場合、T
０

は最大でも、２,０００秒（３３分）とな

る。 

一方、通過客の分を無視すれば、T0’＝１,０００秒（１７分）で済む。 

会計した時間とそれに対応する商品を手に取った時間とを画面で照合するのに要

する時間は、従来の２４時間と比べると、１/５０から１/１００と著しく短縮できる

ことがわかる。 

 

１１１１１１１１．．．．３３３３．．．．    考察考察考察考察 

従来は万引き検出のために事後に全ての録画映像を検索せねばならず、膨大な時間

がかかるため、その適用は殺人事件などの重大な犯罪に関連して警察などの捜査機関

が実施する場合に限られており、残念ながら実際上万引き犯罪では殆ど利用されるこ

とはなかった。    
 

本提案の方法によれば、毎日録画映像処理を行うことも困難ではなく、見逃されて

きた万引きを漏らさず検出できる極めて有効な手段となる。 

現時点では、商品を手に取った時間の録画データを見ながら、レジで会計した時刻

とを人手で照合することになるが、双方の関連付けをデータ処理で行い、売り上げ分

を自動的に消し込むことができれば、万引きと思われる時間の映像だけを抽出できる

可能性がある。 

検索は１週間分でも２時間程度と見積もられるが、売上との自動照合システムを完

成させれば更に短くなり、殆ど人の負荷にはならない。 

 

従来は、内部の者がバックヤード（倉庫など）などで盗んだ場合でも、不明ロスと

せざるを得なかったが、全日検索等により店舗側の万引き状況の詳細が明らかになれ

ば、それ以外は内部犯であると特定できるので、これまで見逃されてきた内引きをも

減少させることができ有効なシステムとなる。 

 

今後は、さらに研究を進め正確な人物動線データの取得と、それにより万引き犯の

行動パターンを把握することにより、万引き犯の犯行を未然に抑止できる不審行動自

動検知システムの開発の研究を進める予定である。 
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第第第第１２１２１２１２章章章章    結論結論結論結論 

１２１２１２１２．．．．１１１１．．．．新新新新たなたなたなたな万引万引万引万引きききき防止策防止策防止策防止策のののの必要性必要性必要性必要性    

論文の前半第７章までで、万引き犯罪は､検挙される人員の多さからも､再犯性が高

く犯罪の道に迷い込む入口になることからも､また経済性損失額の多さからも、｢万引

きは重大な犯罪｣として治安機関、業界をはじめ国全体で取り組むべき重要な課題で

あることを指摘した。 

そして、万引きを防止するための理論的根拠となる国内外の防犯理論の研究を行い、

かつ実際に捜査を担当した刑事ＯＢ、万引きＧメンの取締りのノウハウを直接調査す

るとともに、現在各店舗で行っているソフト・ハードの対策を調査し、その成果や限

界、課題を指摘した。 

その上で、万引き犯罪対策は、国全体の犯罪対策としての観点からも極めて重要で

あるにもかかわらず、現状のハード、ソフトの対策だけでは課題も多く、万引き防止

の効果的な対策になり得ていないことから、今までとは異なる抜本的な解決策が必要

であることを明確にした。 

 

１２１２１２１２．．．．２２２２．．．．万引万引万引万引きききき検知検知検知検知システムシステムシステムシステムのののの提案提案提案提案とそのとそのとそのとその実現方法実現方法実現方法実現方法のののの検討検討検討検討 

次に第８章で、万引き防止の新たな解決策となり得る技術として画像等を利用した

不審行動検知システムに着目して、他の大学、メーカなどの研究機関で行っている研

究の現状を調査した。    

これらの研究の多くは、 

①駅や店舗内出の人物の検出とその人物の位置を計測する研究 

②人の行動の例外行動、例えば人物の姿勢の変化や大きく動く動作や滞留する、 

などを検出する研究 

の２つに大別される。 

これらの結果をもとに、それらの研究成果の一つである入店から出店までの人物の

動線(軌跡)を把握する技術を利用して、事後ではあるが万引きを比較的簡単に検出で

きる「新たな万引き検知システム」の提案を行った。 

この提案するシステムが有効に機能するかどうかは、人の動線データを正確に把握

できるか、若しくは動線データの取得までに至らない場合までも人物の位置・時刻を

正確に把握できるかに依存することになる。そこで以下の２つの方式について検討を

行った。 

① カメラによる方式 

② 赤外線センサによる方式 

このうち、①カメラによる方式については、実際の店舗で半年間に亘って実験を行

った。現状の実験システムでは９０％程度の捕捉率が得られている。ただし後処理方
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式であり、リアルタイムでの検出には至っていない。 

しかしながら、人物自体は複数のカメラに捕捉されているので、今後の課題として

は、処理アルゴリズムをさらに高度化することにより、捕捉率を１００％として確実

に連続した動線データを取得し、かつリアルタイム処理が出来るようにする必要があ

る。 

 

②赤外線センサによる方式については、コスト、設置の簡便性、顧客へ与えるスト

レス面などからカメラ方式よりも優位であるが、他の機関では殆んど研究例がない。 

研究は、赤外線センサの選択から始め、検出回路の設計・製作を行い、大学の実験

室を疑似店舗として天井にセンサを設置し、実証的な実験を行った。 

この実験環境下で、定常歩行時のデータ、静止時のデータ、複数人の歩行時のデー

タなどを取得した。 

使用した焦電センサは、赤外線変化を検出するタイプで、複眼的構造をしていて検

出感度は高いが検出中は電圧が振動していることが特徴である。一方、本方式では焦

電センサが狭い範囲を検出するので、応答特性も重要である。これらの条件下で確実

な検出を行うための処理アルゴリズムを開発した。 

多くのセンサを設置すると配線が大束になってしまうので、バスライン形の接続に

して、検出電圧を順次取得する構造とした。また、検知エリアの調整は紙筒で行った。 

静止時に焦電センサは赤外線を検出できないため、データ処理段階で非検出の問題

を解決した。 

センサの設置間隔は９０ｃｍで実験を行い、さらにすれ違いの検出を検討するため

に、５０ｃｍ間隔の実験も行った。 

このように設置条件、回路を工夫するなどの検討を重ねた結果、８.３ 項の提案シ

ステムにほぼ利用可能な人検知システムが実現できた。 

人の動線を正確に検出するには、さらに精度を上げセンサの設置間隔を狭くするな

どの工夫が必要であるが、その実現可能性も十分にある。 

 

１２１２１２１２．．．．３３３３．．．．提案提案提案提案システムシステムシステムシステムのののの有効性有効性有効性有効性    

従来は、万引き検出のために事後に全ての録画映像を検索せねばならず、膨大な時

間がかかるため、その適用は殺人事件などの重大な犯罪に関連して警察などの捜査機

関が実施する場合に限られており、残念ながら実際上万引き犯罪では殆ど利用される

ことはなかった。 

本提案システムを利用すれば、１日分の検索時間を２０分～３０分程度にまで短縮

することができるため、毎日録画映像処理を行うことも困難ではなく、これまで見逃

されてきた万引きを漏らさず検出できる可能性がでてきた。そして、データ処理の工

夫により検索時間を更に短縮することも困難ではない。  
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これまでは、内部の者がバックヤード（倉庫など）などで盗んだ場合でも、不明ロ

スとせざるを得なかったが、全日検索等により店舗側の万引状況の詳細が明らかにな

れば、それ以外は内部犯であると特定できるので、見逃されてきた内引きをも減少さ

せることができ万引き防止に有効なシステムとなる。 

    

１２１２１２１２．．．．４４４４．．．．今後今後今後今後のののの展望展望展望展望とととと課題課題課題課題    

今後はスーパー・コンビニなどと共同で、棚卸時の不明ロスのデータや売上データ

などの店舗のデータと、人物位置・時刻データと突合するシステムなどの開発を進め、

提案した万引き検知システムの機能を発揮できるよう研究を進める予定である。 

 

更にこの研究の成果を発展させ、万引きを予防できる現状で最も可能性がありかつ

最も効果的な対策として、顔認証システムとの融合が考えられる。 

 具体的には、本論文で提案した「万引き検知システム」により万引きした可能性の

高い人物を特定し、得られた万引き犯の顔画像を警備会社などのデータセンターに集

約し、そのデータを店舗に設置された顔認証システムに必要の都度配信して、万引き

犯が来店した場合警報を発するシステムを構築する。 

 警報が発せられた場合、店員が近くに寄り声をかけるか姿を見せるだけでも万引き

は防止できるし、店員が一人勤務などでレジを離れられない場合でも、例えばバック

に流れる音楽を突然変化させるだけでも万引き防止に十分効果がある。 

 もともと万引きは再犯性が高く、成功した同じ店舗若しくは同種店舗に来店するこ

とが多いので、この方法は効果が高い。 

 顔認証技術は、現状では必ずしも精度が高いとはいえないが、警察などの公的機関

が公権力の行使(逮捕する場合だけではなく、警察官が事情を聞くだけでも問題にな

る。) に利用するのではなく、単に店員が注意情報として利用するのみであるので実

用上は十分の精度である。 

なお、このシステムを実現するためには、顔情報そのものが個人情報保護法で言う

個人情報とされており扱いには十分の注意が必要ではある。 

 

将来的には、特定できた万引き犯の入店から出店までの行動履歴、即ち店内での行

動パターンを収集しデータベース化し、これらの万引き犯の行動パターンデータとの

パターンマッチングなどの方法により、不審行動を検知するシステムが考えられる。 

このシステムを実現できれば、万引き犯のリアルタイム検知や、犯行の予知が可能

となる。 

このためには、カメラ方式、赤外線方式共に、個々人の動線が切れ目なく検出でき 

るように精度を向上させる必要がある。動線を連続的に平面上に図示するソフトの開

発や、実際の店舗で実証実験も必要となろう。 
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１２１２１２１２．．．．５５５５．．．．防犯以外防犯以外防犯以外防犯以外へのへのへのへの応用応用応用応用    

さらに、この研究の成果を利用することにより万引き犯の検知･予知のみならず、

防犯以外への分野にも応用できる可能性があり、これらの研究も推進する計画である。 

第９章のカメラによる方式での実証実験によれば、アルゴリズムの改良をする必要

はあるものの、一人一人の人物の入店から出店までの動線データは勿論のこと、立ち

止まった（滞留）箇所も正確に把握できることから、例えばマーケットリサーチへの

応用が考えられる。 

実際に実証実験を行った(株)サークルＫサンクスの本社営業部門の責任者営業統

括本部運営総務部長竹内修一氏は、この結果を見てマーケットリサーチへの応用に興

味を持つ旨の発言があった。 

竹内氏は、コンビニの売上データには、ポスデータとして売れた商品の品名、時刻

データに加えて、性別、年齢のデータをレジで人手により挿入しているので、売れた

商品については必要なデータは取得できている。しかし、逆に商品の近くで足を止め

興味を持ったものの、売れなかった商品についてのデータは得られていないとのこと

であった。 

画像による性別、年齢を識別することは既存の商品としても開発されているので、

これと本研究の動線データ取得機能を加えることにより、入店する一人一人の人物の

性別、年齢と動線を正確に取得できることになる。 

このシステムを完成させることにより、買った人物の性別、年齢毎の動線データは

勿論のこと、入店した人物が足を止めたものの買われなった商品についてもデータが

取得でき、従来にも増して正確な市場調査ができると考えられる。 
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